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１ 図書館運営方針 



【令和７年度当初予算】
《本館》

          ⑴   　図書 )
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑵　視聴覚資料（ )
①
②
③

⑶　雑誌（ )
①
②

⑷　新聞

⑸　その他

《下新倉分館》
          ⑴   　図書 )

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑵　視聴覚資料

⑶　雑誌　　

⑷　新聞

⑸　その他　　インターネット辞書・辞典検索サービス「ジャパンナレッジ」設置

5
１　図書館運営方針

⑶　令和７年度図書の整備方針

児童書 1,600冊

一般書 2,500冊
ビジネス支援 80冊
子育て支援 60冊

24紙

第一法規法情報総合データベース「D1-Law.com」
官報情報検索サービス
「ヨミダス」新聞記事オンライン・データベース

4,435冊

音楽配信システム「ナクソス」設置

123種類

14紙

ＹＡ（ヤングアダルト） 60冊
ＩＴ 60冊
医療・闘病記 75冊

（一般 2,835冊 児童書 1,600冊

201種類
一般雑誌 188種類 （育児雑誌含む）
障害者サービス用雑誌 13種類

ＣＤ 26点
ＤＶＤ 42点
障害者向け視聴覚資料（デイジー） 2点

大活字 50冊
児童書 1,484冊

70点

ＹＡ（ヤングアダルト） 300冊
ＩＴ 40冊
医療・闘病記 150冊

一般書 1,545冊
ビジネス支援 120冊
子育て支援 90冊

3,779冊 （一般 2,295冊 児童書 1,484冊



昭和４５年 県立移動図書館巡回開始
昭和４５年１０月 和光市市制施行
昭和４６年　６月 和光市中央公民館図書室開室
昭和４７年　１月 県立一日図書館巡回開始（西大和団地、諏訪原団地）
昭和４８年１２月 移動図書館｢やまびこ号」巡回開始
昭和４９年　９月 坂下公民館図書室開室
昭和５１年　３月 県立一日移動図書館閉館
昭和５６年１０月 新「やまびこ号」巡回開始
昭和５６年１２月 図書館新築工事着工
昭和５８年　３月 図書館新築工事竣工
昭和５８年　４月 和光市図書館設置及び管理条例を制定

これに伴い、中央公民館図書室廃止
昭和５８年　５月 南公民館開室
昭和５８年　８月 和光市図書館開館
昭和５９年 視聴覚資料貸出開始
平成　２年１１月 図書館電算化準備事業着手
平成　３年　６月 移動図書館日曜巡回開始
平成　４年　９月 コンピュータ稼動
平成　５年１１月 移動図書館「やまびこ号」更新、巡回開始
平成　６年　２月 外壁工事終了
平成　７年　３月 和光市図書館管理運営規則の一部改正
平成　７年　４月 「図書館だより」発行
平成　８年　１月 坂下公民館図書室館内での場所の移動と室内改修
平成１０年　６月 和光市図書館管理運営規則の一部改正

コンピュータ更新稼動
中央公民館図書室開室

平成１０年　６月 ブラインド設置工事
平成１１年　６月 祝日開館及び開館時間延長(試行）
平成１２年　３月 図書館事務室他空調機交換工事
平成１２年　４月 祝日開館及び開館時間延長(試行延長）
平成１２年　４月 第１回図書館まつり（文化の日）
平成１３年　９月 館内改修工事（カーペット張替えなど）
平成１４年　４月 和光市図書館管理運営規則の改正(休館日、利用時間）
平成１４年　９月 館内エアコン交換工事
平成１５年　３月 移動図書館やまびこ号廃止
平成１５年　５月 郵送貸出サービス開始
平成１５年１２月 図書館システムの切り替え
平成１６年　３月 学校図書館とオンライン化し、学校との連携開始
平成１６年　９月 館内改修工事（階段室塗り替え、排煙窓改修）
平成１７年　４月 インターネット予約開始
平成１７年１１月 館内中央掲示板設置

書架寄贈
平成１８年　１月 子育て支援コーナー設置
平成１８年　３月 和光市図書館ホームページ開設
平成１８年　９月 利用者用インターネット端末２台設置

多目的トイレ改修工事（オストメイト設置）
平成１９年　１月 ビジネス支援コーナー設置
平成１９年　４月 新視聴覚ケース採用
平成１９年　７月 会議室エアコン取替え工事
平成１９年１０月 情報掲示板設置

6
２　沿革



平成２０年　９月 屋上キュービクル取替工事
平成２０年１２月 図書館管理システム更新
平成２１年１０月 ブラインド修繕
平成２１年１０月 新聞縮刷版書棚設置
平成２１年１０月 坂下公民館図書室内修繕
平成２１年１１月 埼玉・教育ふれあい賞受賞
平成２２年１０月 月曜開館（試行）
平成２３年　３月 ブックポスト増設（コミュニティセンター、駅北口土地区画整理事業

事務所）
平成２３年　４月 月曜開館実施
平成２３年　５月 公民館職員による公民館図書室資料の貸出し（月・水～金曜日）
平成２３年　７月 図書館開館時間中のブックポストの設置（図書館１階入口）
平成２３年１１月 電話及びインターネットによる貸出延長
平成２３年１１月 拡大読書器の設置
平成２３年１１月 図書館エレベーター撤去新設工事
平成２３年１１月 図書館エレベーター撤去新設工事関連工事

（入口ホールインターホン設置修繕工事・揚水ポンプ交換他工事・
誘導灯交換工事・自動ドア装置交換工事・入口ホール点字
ブロック設置等工事）

平成２４年　４月 貸出冊数の増加（７冊から１５冊に）
 放送大学再視聴施設和光校開校
 文部科学大臣表彰受賞
 館内閲覧席における持ち込みパソコンの全面利用開始
平成２４年　５月 ブックポスト視聴覚資料返却スタート
平成２４年　６月 公民館図書室の図書の入れ替え(中央・南）及びレイアウト変更
平成２４年　７月 図書館資料延滞者に対する利用制限の開始
平成２４年　９月 ブックポスト増設（総合福祉会館）
平成２４年１１月 シーアイハイツ第一商業棟防水工事
平成２４年１２月 トイレ手洗い器自動洗浄修繕
平成２５年　３月 和光市図書館サービス計画策定

第２次和光市子ども読書活動推進計画策定
平成２５年　４月 朝の開館時間の延長（１０時から９時３０分に）
平成２５年　９月 ブックスタート開始
平成２６年　２月 キッズルーム設置及び館内レイアウト変更（書架移動）

図書館管理システム更新
トイレ床改修
消防用設備（自動火災報知設備受信機）修繕

平成２６年　３月 消火栓ポンプ分解整備
平成２６年　４月 カウンター業務を委託から直営による運営に変更

マンガコーナー設置
平成２６年　７月 出張ブックスタート開始
平成２６年　８月 ブックポスト増設（和光市駅南口自転車駐車場）
平成２６年１０月 公民館図書室の貸出時間を拡大

公民館図書室における予約資料の受け取り時間を拡大
平成２６年１１月 セルフ貸出サービス開始
平成２６年１２月 「図書館だより」リニューアル
平成２７年　３月 シーアイハイツ第一商業棟外壁塗装工事

「YA通信」発行
国立国会図書館デジタル化資料送信サービス開始

7
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平成２７年　４月 和光市図書館利用困難者支援事業実施要綱制定
和光市図書館資料の寄贈等に関する要綱制定
和光市図書館資料の賠償に関する要綱制定

平成２７年１０月 あかちゃんタイム開始
平成２８年　３月 多目的トイレにベビーチェア設置
平成２８年　４月 和光市図書館雑誌スポンサー事業実施要綱制定

読書通帳開始
平成２８年１０月 りんごの棚設置
平成２８年１１月 和光市図書館下新倉分館開館

ナクソス・ミュージックライブラリー、ジャパンナレッジサービス開始
平成２９年　１月 わこガチャ開始（小・中学生）

下新倉分館「本の福袋」事業開始
平成２９年　４月 和光市図書館管理運営規則の一部改正

（休館日、図書利用券の有効期限、視聴覚資料の貸出点数）
読み聞かせ手帳開始
下新倉児童館・下新倉保育クラブ・図書館下新倉分館合同の第１回
ふれあいまつり事業開始

平成２９年　５月 拡大読書機設置
下新倉分館ブックスタート事業開始

平成２９年１０月 大人の読書通帳開始
平成２９年１１月 下新倉分館開館１周年記念事業開始
平成２９年１２月 下新倉分館「本と雑誌のリサイクル事業」開始
平成３０年　１月 わこガチャ利用対象を拡大（３歳～６歳）

高架水槽撤去工事
平成３０年　３月 第２次和光市図書館サ－ビス計画策定

第３次和光市子ども読書活動推進計画策定
マルチメディアデイジー図書の配架

平成３０年　４月 ブックポスト増設（新倉北地域センター）
平成３０年　８月 本館エレベーター補修工事　
平成３１年　３月 高圧ケーブル交換工事
平成３１年　４月 和光市図書館管理運営規則の一部改正（団体利用）　　
令和　２年　１月 本館男女トイレ洋式化工事

本館科学道100冊コーナー設置
本館新書コーナー設置

令和　２年　２月 図書館管理システム更新
令和　２年　３月 下新倉分館「みんなのひとハコ図書館」事業開始
令和　２年　６月 図書館除菌機設置（本館・下新倉分館）

公式YouTubeチャンネル開設
令和　２年　７月 本館公衆無線LAN（Wi-Fi）設置
令和　２年１２月 公式Twitter開始
令和　３年　４月 有料宅配サービス開始
令和　４年　５月 下新倉分館公衆無線LAN（Wi-Fi）設置
令和　５年　３月 第３次和光市図書館サ－ビス計画策定

第４次和光市子ども読書活動推進計画策定
令和　５年　５月 試験前の土日の中高生向け自習室開放開始
令和　５年　８月 web利用券運用開始
令和　５年　８月 本館開館４０周年記念事業
令和　５年　９月 ブックスタートフォロー事業開始
令和　５年１０月 下新倉分館が「ゲーミング図書館アワード2023」審査員特別賞を受賞
令和　５年１１月 埼玉県教育委員会優良教育施設として表彰

8
２　沿革



令和　６年　３月 小学生のための読み聞かせおすすめ本コーナー設置
令和　７年　２月 図書館管理システム更新
令和　７年　２月 多目的トイレ改修工事

9
２　沿革



○　本館
所在　本町３１－１　　　　TEL　048-463-8723      FAX　048-463-8682
昭和５８年８月２日開館
市民が自主的・自発的な学習活動を行う地域拠点として図書館機能の充実を図る。
使いやすい図書館を目指し、レファレンスサービス（資料相談業務）の向上を図る。

平日　午前９時３０分～午後８時

土曜日・日曜日・祝日　午前９時３０分～午後６時

毎月の第２・第４木曜日　　　　
　※但し祝日の場合は開館し、その翌日を休館とする。
　※１月の第２木曜日及び１２月の第４木曜日を除く。
１月１日～４日及び１２月２８日～３１日
特別図書整理期間

土地共有持分…941.51㎡　　　建物延べ面積…1,694.87㎡
購入価格　　490,000,000円

○　下新倉分館

平成２８年１１月３日開館
下新倉小学校、下新倉児童館、下新倉学童クラブとの複合施設。
地域コミュニティーの拠点となる図書館を目指す。

火曜日～日曜日　午前９時３０分～午後６時

月曜日
第４木曜日（１２月を除く）
　※但し祝日の場合は開館し、その翌日を休館とする。
１月１日～４日及び１２月２８日～３１日
特別図書整理期間

延べ面積…604.87㎡

10
３　施設の概要

⑴　本館及び下新倉分館

所在　下新倉５－２１－１　和光市立下新倉小学校内　　　　TEL　048-452-6011      FAX　048-452-6012

参 考 図 書 コ ー ナ ー 115.20㎡ 書 庫 71.50㎡
児 童 書 コ ー ナ ー 209.25㎡ 事 務 室 81.00㎡
郷 土 行 政 ・ 情 報 ビ ジ ネ ス       56.70㎡ そ の 他 572.62㎡

室　　　　　内 面　　積 室　　　　　内 面　　積
一 般 書 コ ー ナ ー 243.00㎡ 会 議 室 91.80㎡
ブ ラ ウ ジ ン グ コ ー ナ ー 127.80㎡ 受 付 カ ウ ン タ ー 126.00㎡

利用時間

休 館 日

利用時間

休 館 日



○　中央公民館図書室
所在　　中央１－７－２７　　　　TEL　048-464-1123      FAX　048-464-0560    
開設　　昭和４６年６月２日　（平成８年３月１５日新築）

○　坂下公民館図書室
所在　　新倉３－４－１８　　　　TEL　048-464-5230      FAX　048-461-3429
開設　　昭和４９年９月１７日　（平成９年１月図書室改修）

○　南公民館図書室
所在　　南２－３－１　　　　　 　TEL　048-463-7621      FAX　048-461-1257   
開設　　昭和５８年５月１日　

貸出 平日　 午前９時～午後５時　
土曜日　 午後１時～午後５時

リクエスト受付 火曜日・土曜日　 午後１時～午後５時
利用者登録 火曜日・土曜日　 午後１時～午後５時
予約資料受取 日～土　 午前９時～午後９時

年末年始
特別図書整理期間

11
３　施設の概要

⑵　公民館図書室

利用時間

休 室 日



1　図書館管理システム

2　システム構成

3　保守業務委託沿革

1
2
3
4
5
6
7
8

利
用
者
用

利 用 者 用 端 末
（インターネット)

3台 本館：2台　下新倉分館：1台

プ リ ン ト 課 金
管 理 用 端 末

1台 本館：1台
システム概念図

※現在：NECネクサソリューションズ株式会社

富士通株式会社 ※4：長期休館となる蔵書点検(2月)に
       休館日を合わせるため再契約

※6：分館分の保守契約期間と合わ
       せるため再契約

トーテックアメニティ株式会社

5年間 平成26年 2月～平成31年 1月
（1年間） 平成31年 2月～令和 2年 1月
5年間 令 和 2 年 2 月 ～ 令和 7 年 1 月
5年間 令和 7年 2月～令和 12年 1月

持 出 用 端 末 1台 本館：1台

合 計 40台
利 用 者 用 端 末
（ OPAC ）

5台 本館：3台　下新倉分館：2台

利 用 者 用 端 末
（ セ ル フ 貸 出 )

1台 本館：1台

12
３　施設の概要

⑶　図書館システム

保 守 業 務 委 託 iLiswing V４/WebiLis／トーテックアメニティ株式会社

機 器 賃 貸 借 株式会社JECC

業 務 用 端 末 30台 業
務
用

業 務 用 端 末 29台
本館：9台　下新倉分館：5台
公民館：3台　学校図書室：12台

利 用 者 用 端 末 10台

（2ヶ月） 平成25年12月～平成26年 1月

契　　　約　　　期　　　間 契　約　業　者
5年間 平成10年12月～平成15年11月 日本電気株式会社
5年間 平成15年12月～平成20年11月
5年間 平成20年12月～平成25年11月

契　約　内　容 バージョン名称／業者名

端末 内訳
用　　途 台　数 用　　途 台　数 設　　置　　場　　所



教育委員会組織図

図書館組織図
和光市図書館
正規職員５名（１）　

会計年度任用職員（図書館推進員　利用サービス担当）１２名（１２）

和光市図書館下新倉分館
正規職員１名（１）　

令和７年１０月１日現在
（　　）内の数字はうち、司書資格保有者

教

育

委

員

会

教

育

長

事

務

局

ス ポ ー ツ ア イ ラ ン ド

会計年度任用職員（図書館推進員　企画担当）４名（４）
本館長(０)

分館長(１) 会計年度任用職員（図書館推進員　企画担当）２名（２）
会計年度任用職員（図書館推進員　利用サービス担当）７名（７）

ス ポ ー ツ 振 興 担 当

青 少 年 担 当

ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ 青 少 年 課
総 合 体 育 館

運 動 場

生 涯 学 習 課
中 央 公 民 館

坂 下 公 民 館

南 公 民 館

和 光 市 図 書 館
和光市図書館下新倉 分館

13
４　組織図

教育委員会組織図及び図書館組織図

教 育 総 務 担 当

教 育 総 務 課

教 育 施 設 担 当

学 務 担 当

学 校 教 育 課
指 導 担 当
（ 教 育 支 援 セ ン タ ー ）

小 学 校

中 学 校

生 涯 学 習 担 当

文 化 財 保 護 担 当



和光市図書館協議会委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任期（令和7年8月1日～令和9年7月31日）

　◎・・・委員長　　　　　○副委員長

10 ○ 星 佳 芳 学 識 経 験 の あ る 者 国 立 保 健 医 療 科 学 院

9 ◎ 石 川 敬 史 学 識 経 験 の あ る 者 十 文 字 学 園 女 子 大 学

8 星 野 裕 司 公 募 に よ る 市 民 公 募

7 五十嵐 裕子 公 募 に よ る 市 民 公 募

6 近 江 幸 子 家庭教育の 向上 に 資 する 活動 を行 う 者
NPO 法 人 わ こ う 子 育 て
ネ ッ ト ワ ー ク

5 髙 嶋 和 代 家庭教育の 向上 に 資 する 活動 を行 う 者 布 絵 本 の 会 ゆ り か ご

4 近 藤 知 世 学校教育及び社会教育の関係者 和 光 市 公 民 館 運 営 審 議 会

3 柳 下 和 弘 学校教育及び社会教育の関係者 和 光 市 社 会 教 育 委 員

2 堀 尚 人 学校教育及び社会教育の関係者
和 光 市 内 県 立 学 校
（ 和 光 国 際 高 等 学 校 ）

14
５　図書館協議会

⑴　図書館協議会委員　⑵　図書館協議会開催状況

1 島 﨑 秀 学校教育及び社会教育の関係者
和光市立小・中学校校長会
（ 第 二 中 学 校 ）

氏　　　名 専　　任　　の　　区　　分 備　　　　　　　考

７年度
第２回

令和７年９月３０日(火)
和光市役所第１委員会室

１　「和光市教育振興基本計画（令和３年度～令和７年度）」に
　　ついて
２　令和７年度図書館関連予算及び図書館事業について

開催期日・場所 議　　　　　　　　　　題

７年度
第１回

令和７年７月８日(火）
和光市役所庁議室

１　第２次和光市図書館サービス計画（令和６年度）取組状況
　　及び評価について
２　これからの図書館のあり方について（答申）



図書館費当初予算額 単位：千円

職員数（事務室） 単位：人 職員数（カウンター） 単位：人

人件費（決算額） 単位：円

一般会計
予算

一般会計予
算に占める
図書館費の

割合

教育費

合計
正規職員 非常勤特別職（令和2年度から会計年度任用職員）

給料・手当 共済費
報 酬

通勤費 共済費
事務室 カウンター

19
(12)

R7年度
（うち本館）

14
（10）

2
（1）

0
6

（5）
0

0
（0）

6
（4）

R7年度
（うち本館）

18
(12)

R6年度
（うち本館）

15
（10）

2
（1）

0
6

（5）
0

0
（0）

7
（4）

R6年度
（うち本館）

18
(12)

R5年度
（うち本館）

15
（10）

2
（1）

0
6

（5）
0

0
（0）

7
（4）

R5年度
（うち本館）

19
(13)

R4年度
（うち本館）

13
（10）

2
（1）

0
6

（5）
0

1
（0）

6
（4）

R4年度
（うち本館）

18
(12)

R3年度
（うち本館）

13
（9）

1
(兼務）

0
5

（5）
0

2
（0）

5
（3）

R3年度
（うち本館）

18
(12)

R2年度
（うち本館）

13
（9）

1
(兼務）

0
6

（5）
0

1
（0）

5
（3）

R2年度
（うち本館）

18
(12)

R元年度
（うち本館）

13
（9）

1
(兼務）

0
6

（5）
0

1
（0）

5
（3）

R元年度
（うち本館）

18
(12)

30年度
（うち本館）

13
（9）

1
(兼務）

0
7

（5）
0 0

5
（3）

30年度
（うち本館）

0.83 ％

合計 館 長 副館長
正規
職員

任期付
職員

再任用
職員

会計年度
任用職員

直営 委託

R7年度
（うち本館）

32,459,000 3,297,827 845,241
268,256

(193,981)
169,406

(125,375)
28,846

(17,199)
0

(0)
111%

　※図書館費＝職員人件費＋管理運営＋図書整備＋施設整備

0.71 ％

R6年度
（うち本館）

31,850,000 3,550,760 1,019,396
249,848

(178,805)
149,936

(108,603)
28,694

(17,047)
1,621

(1,621)
111% 0.78 ％

R5年度
（うち本館）

31,504,000 4,679,014 781,484
224,270

(160,355)
130,930
(95,744)

27,245
(16,195)

0 104%

0.75 ％

R4年度
（うち本館）

28,011,000 3,032,391 691,195
214,967

(157,825)
126,386
(92,116)

27,157
(16,100)

840
(840)

102% 0.77 ％

R3年度
（うち本館）

28,227,000 2,503,778 601,463
210,952

(152,216)
122,840
(89,699)

27,368
(16,111)

0 101%

0.68 ％

R2年度
（うち本館）

27,867,000 2,350,202 549,629
209,402

(150,032)
120,566
(87,568)

29,075
(16,994)

0 119% 0.75 ％

R元年度
（うち本館）

26,112,000 2,131,718 490,433
176,717

(120,043)
87,914

(59,902)
29,156

(16,912)
0 101%

0.72 ％

30年度
（うち本館）

25,666,000 2,070,966 454,199
175,701

（119,203）
86,498

（58,259）
29,023

（16,676）
1,749

（1,749）
99% 0.68 ％

29年度
（うち本館）

24,535,000 2,030,239 454,992
177,540

（121,274）
87,875

（58,445）
28,185

（16,829）
5,801

（5,801）
80%

15
６　図書館費・図書館職員人件費

社会
教育費 図書館費 前年比

管理運営 図書整備 施設整備

28年度
（うち本館）

24,525,000 2,509,063 492,445 221,065
83,675

（57,251）
38,411

（17,020）
43,505

（0）
189% 0.90 ％

R6年度 173,257,555 57,155,583 11,171,848 88,524,725 1,891,254 14,514,145
R5年度 152,082,761 56,795,980 11,353,302 16,896,055 53,115,568 1,864,244 12,057,612
R4年度 142,607,589 53,811,532 10,890,527 14,390,700 51,292,159 1,816,886 10,405,785
R3年度 133,879,269 48,590,581 9,805,849 11,785,484 51,439,440 1,788,739 10,469,176
R2年度 127,485,025 49,291,186 10,038,259 11,415,231 46,138,151 2,032,648 8,569,550
R元年度 107,169,690 47,801,503 9,605,713 9,368,712 32,047,345 1,883,371 6,463,046
30年度 102,780,711 46,347,082 9,550,471 8,676,218 30,776,740 1,548,196 5,882,004
29年度 103,799,110 47,434,787 9,586,806 8,630,457 30,943,979 1,761,635 5,441,446
28年度 94,305,891 41,823,431 8,664,887 7,983,416 29,380,694 1,544,422 4,909,041

　※非常勤特別職は令和2年度から会計年度任用職員に移行

27年度 55,287,865 23,478,644 5,487,705 5,220,000 19,286,273 744,107 1,071,136

19
（13）

29年度
（うち本館）

13
（9）

28年度
（うち本館）

13
（9）

1
(兼務）

0
6

（4）
0

1
（1）

5
（3）

28年度
（うち本館）

1
(兼務）

0
6

（4）
0

1
（1）

5
（3）

29年度
（うち本館）

18
(12)



登録者数 単位：人

所蔵資料数（全館合計） 単位：冊

所蔵資料数（本館） 単位：冊

所蔵資料数（下新倉分館） 単位：冊

合　計 一般書
児童書
紙芝居

雑　誌
郷土行政

資料
視聴覚
資料

洋　書
録　音
図　書

付属品他

合　計 一般書
児童書
紙芝居

雑　誌
郷土行政

資料
視聴覚
資料

洋　書
録　音
図　書

付属品他

　※平成27年度までは公民館図書室の所蔵を含む

R5年度 167,149 88,156 60,500 2,727 4,663 9,151 1,376 197 379
R6年度 166,249

16
７　統計

⑴　利用統計

合　計 和　光 朝　霞 志　木 新　座 戸田
その他
埼玉県

板橋区 練馬区
その他
東京都

その他

合　計 一般書
児童書
紙芝居

雑　誌
郷土行政

資料
視聴覚
資料

洋　書
録　音
図　書

付属品他

R5年度 80,453 66,052 6,769 807 1,650 66 1,388

R6年度 61,416 37,864 20,018 1,643 1,095 6 563 89 138

R4年度 55,696 34,488 17,868 1,767 957 6 420 56 134
R5年度 59,023 36,644 18,825 1,790 1,059 6 489 73 137

R2年度 47,413 29,145 15,213 1,753 781 0 376 25 120
R3年度 51,558 31,955 16,406 1,756 869 6 398 41 127

30年度 36,820 23,038 11,016 1,790 624 0 260 12 80
R元年度 42,387 26,245 13,292 1,734 723 0 288 16 89

28年度 21,638 13,991 6,314 914 243 0 116 4 56
29年度 31,373 19,497 9,380 1,769 446 0 212 8 61

88,641 59,159 2,680 4,742 9,017 1,422 208 380

R3年度 171,547 89,310 63,315 2,899 4,903 9,300 1,250 171 399
R4年度 170,671 89,379 62,598 2,802 4,803 9,230 1,298 183 378

R元年度 171,376 87,626 65,000 3,194 4,644 9,227 1,159 143 383
R2年度 169,209 87,809 62,721 2,922 4,813 9,199 1,196 156 393

29年度 169,201 85,481 64,904 3,309 4,487 9,493 1,053 117 357
30年度 171,360 86,945 65,392 3,205 4,714 9,514 1,092 129 369

27年度 191,788 98,955 74,232 3,417 4,502 9,301 998 42 341
 28年度 207,773 108,327 79,334 4,359 4,804 9,350 1,129 59 411

R5年度 246,148 135,655 88,173 4,611 5,886 9,157 1,882 270 514
R6年度 248,194 137,616 88,308 4,413 6,007 9,023 2,010 297 520

R3年度 241,203 131,399 87,421 4,774 5,897 9,306 1,667 212 527
R4年度 245,300 134,327 88,669 4,668 5,912 9,236 1,736 239 513

R元年度 231,540 123,792 85,898 5,043 5,483 9,227 1,466 159 472
R2年度 234,681 127,122 85,574 4,789 5,713 9,199 1,590 181 513

29年度 217,463 114,004 81,885 5,212 5,039 9,493 1,287 125 418
30年度 225,669 119,438 84,185 5,120 5,448 9,514 1,374 141 449

27年度 191,788 98,955 74,232 3,417 4,502 9,301 998 42 341
28年度 207,773 108,327 79,334 4,359 4,804 9,350 1,129 59 411

988 1,894 543 296
R6年度 82,413 67,647 6,930 831 1,678 69 1,411 1,033 1,958 554 302

R3年度 76,177 62,494 6,420 771 1,587 61 1,347 901 1,782 526 288
R4年度 78,215 64,190 6,584 787 1,621 65 1,369 939 1,835 531 294

R元年度 72,421 59,489 5,994 727 1,506 55 1,323 831 1,707 506 283
R2年度 74,017 60,818 6,127 746 1,535 57 1,334 857 1,741 516 286

29年度 67,448 55,401 5,624 670 1,414 45 1,268 740 1,552 466 268
30年度 69,982 57,496 5,811 700 1,461 51 1,292 769 1,640 486 276

27年度 62,072 51,001 5,218 609 1,287 33 1,183 639 1,414 436 252
28年度 64,861 53,308 5,435 638 1,356 40 1,216 691 1,472 444 261



所蔵資料数（中央公民館） 単位：冊

所蔵資料数（坂下公民館） 単位：冊

所蔵資料数（南公民館） 単位：冊

付属品他

合　計 一般書
児童書
紙芝居

雑　誌
郷土行政

資料
視聴覚
資料

洋　書
録　音
図　書

付属品他

合　計 一般書
児童書
紙芝居

雑　誌
郷土行政

資料
視聴覚
資料

洋　書
録　音
図　書

付属品他

R5年度 5,864 3,057 2,687 49 71 0 0 0 0
R6年度 5,975 3,060 2,791 51 73 0 0 0 0

R3年度 5,654 3,018 2,517 61 58 0 0 0 0
R4年度 5,888 3,094 2,677 51 66 0 0 0 0

R6年度 7,745 4,075 3,602 26 42 0 0 0 0

R2年度 5,687 3,062 2,507 62 56 0 0 0 0

R4年度 6,646 3,704 2,871 34 37 0 0 0 0
R5年度 7,583 4,074 3,438 31 40 0 0 0 0

R2年度 6,080 3,441 2,576 40 23 0 0 0 0
R3年度 6,135 3,441 2,625 44 25 0 0 0 0

R5年度 6,529 3,721 2,723 14 53 0 17 0 1
R6年度 6,809 3,976 2,738 13 55 0 25 0 2

R3年度 6,309 3,675 2,558 14 42 0 19 0 1
R4年度 6,399 3,662 2,655 14 49 0 18 0 1

R2年度 6,292 3,665 2,557 12 40 0 18 0 0

17
７　統計

⑴　利用統計

合　計 一般書
児童書
紙芝居

雑　誌
郷土行政

資料
視聴覚
資料

洋　書
録　音
図　書



資料貸出冊（点）数（全館合計） 単位：冊

資料貸出冊（点）数（本館） 単位：冊

資料貸出冊（点）数（下新倉分館） 単位：冊

資料貸出冊（点）数（中央公民館） 単位：冊

合　計 一般書 児童書 紙芝居
郷土行政

資料
雑　誌

視聴覚
資料

洋　書 付属品他
相　互
貸　借

合　計 一般書 児童書 紙芝居
郷土行政

資料
雑　誌

視聴覚
資料

洋　書 付属品他
相　互
貸　借

18
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⑴　利用統計

合　計 一般書 児童書 紙芝居
郷土行政

資料
雑　誌

視聴覚
資料

洋　書 付属品他
相　互
貸　借

合　計 一般書 児童書 紙芝居
郷土行政

資料
雑　誌

視聴覚
資料

洋　書 付属品他
相　互
貸　借

R5年度 397,782 169,942 189,382 1,803 407 18,214 11,980

R6年度 1,357 908 275 9 1 103 21 0 0 40

R4年度 822 552 204 2 1 10 31 1 1 20
R5年度 1,089 582 353 0 1 61 36 11 1 44

R2年度 463 155 243 7 0 2 14 0 0 42
R3年度 693 363 205 1 0 14 24 6 1 79

30年度 981 469 345 6 1 64 10 1 3 82
R元年度 799 453 251 11 0 25 14 0 2 43

28年度 916 420 451 7 0 22 7 0 1 8
29年度 1,065 501 442 17 0 28 19 0 0 58

R6年度 63,354 22,618 36,338 522 251 2,889 138 486 31 81

27年度 1,197 575 552 2 1 34 21 0 7 5

R4年度 63,201 21,036 38,270 428 105 2,952 136 169 32 73
R5年度 65,527 21,959 39,377 449 280 2,942 153 250 48 69

R2年度 52,917 18,240 30,645 299 205 3,026 178 189 85 50
R3年度 61,425 20,447 36,908 315 152 2,999 117 349 65 73

30年度 46,147 18,247 23,907 273 162 3,074 213 111 89 71
R元年度 55,664 21,663 29,511 308 255 3,377 216 146 103 85

28年度 13,135 6,056 6,035 139 27 691 82 54 21 30
29年度 37,069 15,753 17,875 178 63 2,733 251 75 67 74

R5年度 321,980 143,001 145,936 1,307 121 14,379 11,754 1,658 311 3,513
R6年度 309,994 140,529 139,081 1,049 81 13,532 10,459 1,823 202 3,238

R3年度 357,277 150,167 167,314 1,515 209 17,785 13,889 2,233 430 3,735
R4年度 338,751 144,710 159,271 1,363 105 15,646 11,919 1,819 268 3,650

R元年度 350,972 152,303 154,395 1,789 156 18,316 19,577 1,483 467 2,486
R2年度 308,704 130,915 142,501 1,322 169 15,784 12,965 1,631 464 2,953

29年度 345,346 152,065 144,153 1,898 88 20,492 22,032 1,657 609 2,352
30年度 352,953 154,747 151,167 1,949 118 19,236 21,116 1,535 597 2,488

27年度 365,156 166,131 146,700 1,875 211 21,692 23,024 1,491 727 3,305
28年度 350,934 157,011 145,359 2,044 204 20,578 20,682 1,241 739 3,076

1,927 366 3,761
R6年度 385,101 168,753 180,196 1,638 335 17,384 10,709 2,327 237 3,522

R3年度 426,864 174,112 207,790 1,863 364 21,503 14,089 2,625 501 4,017
R4年度 412,814 170,929 201,944 1,881 216 19,448 12,150 2,025 313 3,908

R元年度 412,281 176,520 185,929 2,167 412 22,467 19,853 1,629 576 2,728
R2年度 366,006 151,147 174,687 1,640 374 19,415 13,186 1,824 550 3,183

29年度 389,494 170,931 164,643 2,146 162 24,204 22,341 1,734 680 2,653
30年度 405,919 176,157 177,210 2,271 281 23,400 21,396 1,650 694 2,860

27年度 372,997 169,192 149,951 1,917 215 22,849 23,099 1,494 739 3,541
28年度 371,986 166,675 154,246 2,230 241 22,377 20,833 1,296 769 3,319



資料貸出冊（点）数（坂下公民館） 単位：冊

資料貸出冊（点）数（南公民館） 単位：冊

障害者サービス貸出点数 単位：点 単位：件

洋　書 付属品他
相　互
貸　借

合　計 一般書 児童書 紙芝居
郷土行政

資料
雑　誌

視聴覚
資料

洋　書 付属品他
相　互
貸　借

合　計 点字資料 布絵本 郵送貸出 件　数

庁内業務支援サービス利用状況

46
435 69 2 3 78

R4年度 314 138 176 R4年度 16 R4年度 24
R5年度 206 95 111 R5年度 15 R5年度 23
R6年度 223 106 117 R6年度 19 R6年度 5

R2年度 363 197 166 R2年度 2 R2年度 8
R3年度 306 172 134 R3年度 10 R3年度 19

R5年度 3,771 2,134 1,058 29 2 465 31 6 0
R6年度 4,943 2,358 1,974 24 0

R3年度 3,414 1,406 1,381 17 1 457 42 23 3 84
R4年度 4,716 2,364 1,645 76 1 477 40 28 5 80

R元年度 3,015 1,350 1,019 44 0 508 29 0 0 65
R2年度 1,925 850 585 3 0 379 23 1 0 84

28年度 3,917 2,311 835 26 4 530 23 1 6 181
29年度 3,968 2,063 1,053 24 0 642 19 2 3 162

R6年度 5,453 2,340 2,528 34 2 425 22 16 1 85

27年度 3,250 1,655 860 25 2 486 25 0 3 194

R4年度 5,324 2,267 2,554 12 4 363 24 8 7 85
R5年度 5,415 2,266 2,658 18 3 367 6 2 6 89

R2年度 1,997 987 713 9 0 224 6 3 1 54
R3年度 4,055 1,729 1,982 15 2 248 17 14 2 46

30年度 1,870 631 738 19 0 384 38 1 2 57
R元年度 1,831 751 753 15 1 241 17 0 4 49

28年度 3,084 877 1,566 14 6 556 39 0 2 24
29年度 2,046 549 1,120 29 11 309 20 0 1 7

27年度 3,394 831 1,839 15 1 637 29 3 2 37
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合　計 一般書 児童書 紙芝居
郷土行政

資料
雑　誌

視聴覚
資料



リクエスト件数 単位：件

　※（　　　）はうち、視聴覚資料のリクエスト件数

レファレンス件数 単位：件

入館者数・開館日数 単位：人・日

※下新倉分館は平成28年11月3日開館
※令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館があった
　（本館：計40日、分館：計26日）

入館者数
（ 本館 ）

開館日数
（ 本館 ）

一日平均
来館者数
（ 本館 ）

入館者数
（ 分館 ）

開館日数
（ 分館 ）

一日平均
来館者数
（ 分館 ）

開館日
数

（ 中央 ）

開館日
数

（ 坂下 ）

開館日
数

（ 南 ）

R5年度 198,893 332 599 40,493 294 138 101 102 102
R6年度 198,358 327 607 44,968 287 157 97 98 98

R3年度 176,106 331 532 38,653 294 131 89 89 89
R4年度 181,554 331 549 38,690 293 132 101 101 101

R元年度 241,400 326 740 45,029 288 156 93 93 93
R2年度 143,317 280 512 29,300 198 148 38 61 61

29年度 249,359 331 753 42,362 293 145 102 102 102
30年度 251,873 331 761 45,167 293 154 101 101 101

27年度 260,658 332 785 101 101 101
28年度 256,831 331 776 15,715 117 134 101 101 101

R4年度 7,760 5,570 2,005 16 72 97
R5年度 8,580 6,282 2,074 53 63 108
R6年度 8,731 6,367 2,105 90 70 99

R元年度 11,114 8,510 2,352 33 137 82
R2年度 9,332 7,636 1,571 13 68 44
R3年度 10,161 8,107 1,813 51 96 94

28年度 5,670 4,829 628 33 95 85
29年度 10,243 8,010 1,988 37 118 90
30年度 11,462 8,971 2,231 37 122 101

R5年度 67,879（44） 67,832（42） 1,544（2） 18 10 19
R6年度 70,074（57） 68,505（54） 1,515（3） 4 14 36

27年度 4,177 4,052 19 38 68

合　　計 本　　館 下新倉分館 中央公民館 坂下公民館 南公民館

R2年度 50,208（108） 49,898（108） 224（0） 0 8 78
R3年度 64,950（106） 64,499（105） 354（1） 7 3 87
R4年度 60,649（64） 60,220（60） 371（4） 25 1 32

29年度 47,330（191） 46,733（148） 373（43） 8 35 181
30年度 54,994（211） 54,162（188） 592（23） 7 29 204

R元年度 52,742（184） 52,097（154） 523（30） 14 34 74

27年度 34,920（207） 34,616（207） 4 44 256
28年度 38,552（220） 38,078（198） 187（22） 1 60 226

20
７　統計　　

⑴　利用統計

合　　計 本　　館 下新倉分館 中央公民館 坂下公民館 南公民館



貸出延人数（団体含む） 単位：人

　※下新倉分館は平成28年11月3日開館

相互貸借数 複写枚数

団体貸出・テーマ貸出

　※団体貸出は平成21年度から2期制にした

読書通帳配布枚数・わこガチャ実施回数 単位：回

21
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⑴　利用統計

合　　計 本　　館 分　館
中央

公民館
坂下

公民館
南

公民館

R3年度 552 453 99
R4年度 431 386 92
R5年度 412 337 75
R6年度 274 183 69

28年度 542 65 21
29年度 978 188 104
30年度 699 430 184

R元年度 609 378 103
R2年度 409 430 147

R4年度 46団体 31,350冊 132回 3,092冊
R5年度 43団体 28,360冊 111回 2,589冊
R6年度 43団体 33,312冊 95回 2,346冊

わこガチャ実施回数
本　　館 分　　館

読書通帳
配布枚数

30年度 47団体 42,050冊 65回 1,985冊
R元年度 50団体 40,950冊 62回 1,768冊
R2年度 52団体 38,650冊 83回 2,234冊
R3年度 46団体 34,000冊 138回 3,260冊

団　　体　　貸　　出 テ　ー　マ　別　貸　出

27年度 41団体 38,600冊 67回 2,008冊
28年度 47団体 40,830冊 53回 1,730冊
29年度 47団体 41,580冊 48回 1,393冊

貸出団体数 貸出冊数 貸出回数 貸出冊数

R4年度 2,196 4,116 R4年度 6,042 194
R5年度 2,184 3,820 R5年度 5,623 367
R6年度 2,207 3,586 R6年度 3,026 198

R元年度 2,690 2,936 R元年度 8,320 791
R2年度 1,724 3,177 R2年度 5,944 266
R3年度 2,245 4,135 R3年度 5,590 233

28年度 1,721 3,446 28年度 9,437 107
29年度 2,675 2,793 29年度 8,906 708
30年度 3,069 3,078 30年度 10,525 577

R5年度 99,186 81,878 13,384 471 2,083 1,370
R6年度 97,539 80,220 13,480 702 1,530 1,607

単位：冊 単位：枚

27年度 1,297 3,664 27年度 11,100

貸出数 借受数
複写枚数
（ 本館 ）

複写枚数
（ 分館 ）

R2年度 83,609 71,566 10,502 189 652 700
R3年度 99,937 84,952 12,368 313 1,130 1,174
R4年度 99,929 83,666 12,879 382 1,444 1,558



各種指標から見た実績

R5年度 4.29 冊 82.10 ％ 5.07 冊 2.92 冊 1.66 回
R6年度 4.16 冊 82.08 ％ 4.67 冊 2.93 冊 1.55 回

R3年度 4.50 冊 75.11 ％ 5.60 冊 2.82 冊 1.82 回
R4年度 4.57 冊 82.07 ％ 5.28 冊 2.93 冊 1.68 回

R元年度 3.81 冊 70.97 ％ 5.69 冊 2.76 冊 1.78 回
R2年度 3.42 冊 72.59 ％ 4.94 冊 2.80 冊 1.56 回

29年度 3.63 冊 67.71 ％ 5.77 冊 2.65 冊 1.79 回
30年度 3.75 冊 69.38 ％ 5.79 冊 2.72 冊 1.80 回

％ 6.01 冊 2.38 冊 1.94 回
28年度 3.53 冊 65.69 ％ 5.74 冊 2.56 冊 1.79 回
27年度 4.63 冊 3.62 冊 63.32

22
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⑵　各種指標から見た実績

人口一人あたり
の貸出資料数
※市外貸出含む

人口一人あたり
の貸出資料数
※市内貸出のみ

市内登録率
登録者一人

あたりの
貸出資料数

人口一人あたり
の資料数

資料の回転率
（貸出数÷蔵書数）



点数・人数 構成比 点数・人数 構成比 点数・人数 構成比 点数・人数 構成比
和光市民 390,861 91.5% 377,115 91.4% 363,269 91.3% 351,722 91.4%
朝霞市民 22,493 5.3% 20,361 4.9% 20,216 5.1% 18,611 4.8%
志木市民 1,167 0.3% 1,292 0.3% 1,246 0.3% 1,339 0.3%
新座市民 2,573 0.6% 2,243 0.5% 2,321 0.6% 2,585 0.7%
そ　の　他 9,773 2.3% 11,804 2.9% 10,730 2.7% 10,844 2.8%
合　　計 426,867 100.0% 412,815 100.0% 397,782 100.0% 385,101 100.0%

和光市民 89,185 89.2% 88,444 88.6% 88,568 89.3% 87,075 89.3%

朝霞市民 6,379 6.4% 6,042 6.0% 5,771 5.8% 5,561 5.7%

志木市民 451 0.5% 527 0.5% 484 0.5% 494 0.5%
新座市民 793 0.8% 804 0.8% 849 0.9% 877 0.9%
そ　の　他 3,126 3.1% 4,112 4.1% 3,514 3.5% 3,532 3.6%
合　　計 99,934 100.0% 99,929 100.0% 99,186 100.0% 97,539 100.0%

点数・人数 構成比 点数・人数 構成比 点数・人数 構成比 点数・人数 構成比
朝霞市民 640,194 88.8% 712,421 87.0% 685,239 87.3% 665,876 87.4%
志木市民 19,070 2.6% 21,935 2.7% 21,254 2.7% 19,154 2.5%
和光市民 23,977 3.3% 34,152 4.2% 32,751 4.2% 31,626 4.2%
新座市民 30,054 4.2% 40,805 5.0% 36,836 4.7% 35,851 4.7%
そ の 他 7,839 1.1% 9,098 1.1% 9,005 1.1% 9,076 1.2%
合　　計 721,134 100.0% 818,411 100.0% 785,085 100.0% 761,583 100.0%

朝霞市民 197,683 88.7% 223,084 85.8% 218,158 86.5% 215,337 86.7%
志木市民 6,892 2.8% 7,661 3.1% 7,221 2.9% 7,006 2.8%
和光市民 7,665 3.1% 10,640 4.3% 10,262 4.1% 9,998 4.0%
新座市民 10,195 4.1% 12,789 5.2% 12,208 4.9% 12,046 4.9%
そ　の　他 3,339 1.3% 3,959 1.6% 3,874 1.6% 3,903 1.6%
合　　計 225,774 100% 258,133 100% 251,723 100% 248,290 100%

志木市の図書館

点数・人数 構成比 点数・人数 構成比 点数・人数 構成比 点数・人数 構成比
志木市民 418,858 85.4% 384,061 85.4% 397,818 85.7% 379,998 84.7%
朝霞市民 19,367 3.9% 17,723 3.9% 18,379 4.0% 18,713 4.2%
和光市民 454 0.1% 214 0.0% 230 0.0% 440 0.1%
新座市民 37,720 7.7% 35,552 7.9% 36,170 7.8% 37,168 8.3%
そ の 他 14,021 2.9% 12,467 2.8% 11,488 2.5% 12,004 2.7%
合　　計 490,420 100.0% 450,017 100.0% 464,085 100.0% 448,323 100.0%

志木市民 148,745 84.9% 140,791 84.6% 150,614 85.0% 150,691 83.8%
朝霞市民 6,803 3.9% 6,501 3.9% 7,206 4.1% 8,264 4.6%
和光市民 235 0.1% 99 0.1% 134 0.1% 246 0.1%
新座市民 13,828 7.9% 13,615 8.2% 14,016 7.9% 15,203 8.5%
そ の 他 5,649 3.2% 5,252 3.2% 5,084 2.9% 5,343 3.0%
合　　計 175,260 100.0% 166,258 100.0% 177,054 100.0% 179,747 100.0%

点数・人数 構成比 点数・人数 構成比 点数・人数 構成比 点数・人数 構成比
新座市民 648,671 83.7% 610,698 84.7% 597,795 85.0% 572,241 86.3%
朝霞市民 32,328 4.2% 27,168 3.8% 24,406 3.5% 23,534 3.6%
志木市民 29,823 3.8% 22,451 3.1% 20,840 3.0% 19,842 3.0%
和光市民 4,995 0.6% 3,310 0.5% 2,999 0.4% 3,404 0.5%
そ の 他 59,411 7.7% 57,033 7.9% 56,959 8.1% 43,505 6.6%
合　　計 775,228 100.0% 720,660 100.0% 702,999 100.0% 662,526 100.0%

新座市民 190,972 79.3% 196,146 81.4% 225,620 83.7% 227,339 85.4%
朝霞市民 13,175 5.5% 11,330 4.7% 10,832 4.0% 10,502 4.0%
志木市民 13,742 5.7% 10,309 4.3% 9,692 3.6% 9,247 3.5%
和光市民 1,402 0.6% 1,148 0.5% 1,040 0.4% 1,266 0.5%
そ　の　他 21,374 8.9% 21,922 9.1% 22,459 8.3% 17,519 6.6%
合　　計 240,665 100.0% 240,855 100.0% 269,643 100.0% 265,873 100.0%

区　　　分

貸出点数

利用者数

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
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７　統計

朝霞地区四市図書館相互利用状況

区　　　分

貸出点数

利用者数

区　　　分

貸出点数

区　　　分

貸出点数

利用者数

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

新座市の図書館

朝霞市の図書館

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

和光市の図書館
R3年度 R4年度 R5年度 R6年度



和光市図書館サービス計画進捗状況評価　総括表（令和６年度）

貸出期間、貸出冊数について
は、今後、他市の状況も含め調
査して欲しい。
多文化サービスとして、自治体が
多言語の資料を収集することは、
地域社会の公共施設が多様な価
値観を受け入れていることだと思
う。多文化サービス、高齢者サー
ビス、障害者サービスの展開に
ついては、図書館だけではなく、
様々な外部機関やその他の関係
団体と連携を積み重ねて欲しい。
また、学校の調べ学習等に関し
ては、これからは図書だけでな
く、デジタル資料や探し物データ
ベースの充実・導入、そしてそれ
らをスムーズに使用するためにも
図書館と学校図書館の連携も必
要になってくる。

Ⅲ

居
心
地
の
良
い
図
書
館
へ

図書館の居場所としての在り方
は非常に意味があるが、施設上
の制約がありながらも、今まで積
み重ねてきたボランティアや図書
館サポーターとの繋がりを生か
し、ネットワークを発展させて欲し
い。施設の老朽化については、
制約された環境下で、それを補う
形で様々な図書館活動を引き続
き行って欲しい。

６　サービスを提供す
る基盤を整備する

適切

引き続き図書館施設の改修及び整備に努めていく。
緊急的な修繕工事が出た場合は、補正予算を組むな
ど、図書館利用に影響が出ないように対応をしてい
く。
新本館建設の検討に関しては、市各部署と情報を共
有していく。

適切

「あかちゃんタイム」について、担当者同士でレパート
リーや進行方法を共有して高めあう。分館「あかちゃ
んタイム」については、同じ曜日の同じ時間に近隣の
他施設であかちゃん向け事業が行われていることも
参加者減少の原因であると考えられる。周辺機関と
連携し、お互いの事業を紹介しあうなど、周知に力を
入れ、曜日や時間をずらす、会員制にするなどの工
夫をこらす必要がある。
YA対象の市民図書館講座では、全校生徒へチラシを
配り、中学校のアドバイザーや高校の図書主任の先
生へ周知するなど、積極的なアピールをしていく。

概ね
適切

次年度に市内の読み聞かせボランティアをしている
方向けのステップアップ講座を開催予定である。講座
を通して、読み聞かせボランティアの技術の向上を計
る。

３　すべての人へ図書
館サービスを届ける

適切
障害者サービスを知ってもらうために、市の担当部署
と連携しながら、PRを続けていく。
外国人コミュニティを調査し、直接アピールしていく。

Ⅰ

和
光
ら
し
さ
を

意
識
し
た
図
書
館
へ

Ⅱ

み
ん
な
が
利
用
し
や
す
い

図
書
館
へ

４　すべての子どもに
読書の喜びを届ける

５　交流の場、居場所
を創る

２　資料、情報を収集
し、保存し、提供する

24
評価

１　図書館を介した学
びの機会、和光市の
文化を創る

適切

郷土資料のデジタル化に取り組んでいる他市図書館
を参考に、担当内でデジタル化・パスファインダー作
成にあたっての具体的な方法や、作業などの話し合
いをする。

地域資料、郷土資料などは、図
書館としての関わりについてまだ
まだ可能性を秘めていることか
ら、和光市の文化を作るという意
味で、さらに掘り下げて活用して
欲しい。
電子書籍の導入については、引
き続き財政当局に予算要求をし
て欲しい。
来館者が質問しやすいように、今
まで和光市図書館が解決したレ
ファレンス事例を掲示するなど、
来館者の背中を押すような仕組
みがあってもよい。

基本施策 施策 評価 改善点 基本施策の評価コメント

概ね
適切

電子書籍導入に関して、引き続き予算要求を行って
いく。
レファレンスサービスについて図書館だよりで特集を
組んだり、図書館ホームページやX（旧Twitter）で紹
介する等して周知する。
図書館見学に来館した小学生や職場体験に来た中
高生、インターンの大学生等に向けてレファレンス
サービスを広く周知することで、将来、図書館で調査
研究をする際にレファレンスサービスの利用を思いつ
くように導いていく。



令和6年度図書館集会事業報告（本館）
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⑴　集会行事

集会行事名 対　　象 参加人数 開催日 内　　　　容

１  絵本とおはなしの会 ２・３歳から 大人247名

４・５歳から 子ども296名

２　七夕おはなし会 幼児から 22名  7月6日（土） 七夕にちなんだお話や笹飾りを楽しんだ。

３　世界おはなしめぐり 子どもから 11名 5月11日（土）

大人 11名  10月5日（土）

４　クリスマスおはなし会 幼児から 46名 12月21日（土） クリスマス気分を盛り上げるお話や歌遊び等。

５　子どもの科学 小学生 1９名 6月1５日（土）

小学生

６　夏休み子どものつどい 大人35名 8月３日（土）

子ども５０名

7　ぶっくわーるど 小学生 子ども1０名 10月1９日（土）

小学生 子ども１８名 3月８日（土）

8　図書館まつり 子どもから 10月2６日（土）

大人 10月2７日（日）

9　市民図書館講座 中学生から 1６名 ７月２８日（日）

高校生

大人 ９名 １１月２１日（木）

10　Wonder Club 子どもから 大人16名　子ども19名 　5月26日（日）

大人 大人15名　子ども19名 7月14日（日）

大人8名　子ども8名 12月22日（日）

大人21名　子ども20名 3月23日（日）

11　小学生凧作り講座 親子 3組8名 12月1日（日） 郷土作家　新坂和男氏にちなんだ創作凧を作成し、図
書館のテラスで凧上げを行った。

12　あかちゃんと楽しむ ６か月から 10名 4月19日（金）

　　 絵本とわらべうた ２歳児の 11名 5月17日（金）

親子 16名 6月21日（金）

11名 7月12日（金）

26名 9月20日（金）

16名 10月18日（金）

20名 11月15日（金）

29名 12月13日（金）

15名 1月10日（金）

29名 2月14日（金）

33名 3月21日（金）

講演会として中島京子氏を招き、「私がこどもだったこ
ろ」を開催した。また、講演会開催１か月前から図書館内
にメッセージボード「中島京子先生へのメッセージ」を設
置し、そのメッセージボードを中島京子氏にお渡しした。
他にも、東京メトロまちがいさがし、写真展示、絵本の読
み聞かせ、英語絵本の読み聞かせ・うた、影絵づくり、布
のしおり作り、バルーンアートの配布、本のリサイクル、
軽食販売等、図書館で楽しんでいただく催しを行った。

ボランティアによるわらべうたや、絵本の読み聞かせ
等。

ボランティアグループによる英語絵本の読み聞かせや英
語の歌をとおして、国際理解や英語への親しみを深め
た。この年度より年間３回から４回へ変更し、より幅広い
ジャンルの絵本の読み聞かせを行うようにした。
＊30年度の図書館まつりを機に再開。名称を
Wonderful TaleからWonder Clubに変更。

本の紹介とお話　講師：渡部美帆
科学読物を紹介し、その中に載っていた紙を使った実
験を行った。小川町の和紙の作り方を書いた本の紹介
もあった。最後に折り紙で紙飛行機と、それを長距離で
とばすカタパルトを作った。

第1回「よわい紙　おもしろい
紙」

第３回「謎解きミステリー　め
ざせ　名探偵！」

本の紹介とお話　講師：加嶋智恵子
探偵が出てくる本の紹介。折り紙も折った。

図書館の利用につなげるため、「色々な表情を描いてみ
よう」と「ミニキャラを描いてみよう」の２つのテーマを掲
げ、「喜怒哀驚（きどあいきょう）」の４種類の表情の描き
方と二頭身のキャラクターの描き方を学ぶ講座を実施し
た。
講師：飯田耕一郎（日本マンガ塾、秋草学園短期大学講
師）

第1回「日本マンガ塾講師に
学ぶ！キャラクターイラスト講
座」

第２回「身体を使って楽しく脳
活！誰でもできる『シナプソロ
ジー』」

認知症予防について意識が高い団塊世代を対象に、脳
についての基礎知識や脳の活性化に必要なことを講義
していただき、図書館の利用につなげた。
講師：佐々木夏子（シナプソロジー研究所）

第1～第3土曜日
（8月を除く）

和光絵本とお話の会による絵本の読み聞かせ、パネル
シアター等。キッズルームにて1日2回開催（11時～2・3
歳くらいから。14時～4・5歳くらいから）。

世界の昔話や民話を素話で紹介。

市内在住の小学生を対象にした科学あそびの講座。お
もしろい実験や工作を通じて、子どもたちが科学に興味
を持つことを目的とする。また、本や図書館に親しみを
持つよう、講座の最後には優れた科学読み物を紹介し、
貸し出した。
講師：坂口美佳子（科学読物研究会）

　　第1回「宇宙ってどんなと
　　こ？～月齢早見盤をつくろ
　　う～」

　　第3回「紫外線ってなんだ
  　ろう？～UVチェックスト
　　ラップをつくろう～」

２０名  2月1５日(土）

子どもから
大人

長年、当館に協力していただいているボランティア団体
である和光絵本とお話の会、影絵サークルぺんぎん、ひ
まわり倶楽部による大型絵本の読み聞かせやすばな
し、ペープサートや紙芝居、影絵の上映などを催し、子ど
もたちが夏休みに楽しめる企画を用意した。

akataoka
線
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施設訪問（学校） 単位：回

施設訪問（保育園） 単位：回

※しもにいくら保育園は平成30年度末に閉園

26年度 1 1 0 2 0
27年度 1 1 0 2 1
28年度 1 1 0 15 1 1
29年度 1 1 0 15 2 1
30年度 1 1 0 15 2 1
R元年度 1 1 0 14 1 1
R2年度 0 0 0 1 2 0 1
R3年度 0 0 0 1 0 0 1
R4年度 0 0 0 0 4 0 1
R5年度 0 0 0 0 16 0 1
R6年度 0 0 0 0 16 1 1

26年度 9 9 12 11

訪問団体

職員

和光絵本と
お話の会

朗読の会
あめんぼ

職員 職員
和光絵本と
お話の会

職員

和光絵本と
お話の会

27年度 9 9 12 11

28年度 9 9 9 7

29年度 9 9 10 10

30年度 9 9 11 11

R元年度 9 9 10

R2年度 9 9 10

R3年度 6 6 5

R4年度 9 9 5

R5年度 9 9 5

R6年度 9 9 5

33
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⑵　その他

白子
小学校

本町
小学校

第五
小学校

第四
小学校

下新倉
小学校

和光特別
支援学校

和光国際
高校

ひろさわ
保育園

ほんちょう
保育園

しもにいくら
保育園

にいくら
保育園

訪問団体 和光絵本とお話の会

ひまわり倶楽部

R５年度より、
和光絵本とお話の会



職業体験等受け入れ 単位：人（日数）

※令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で各学校からの依頼がなかった。

インターン
シップ 教　　員　　研　　修

合計
大和

中学校
第二

中学校
第三

中学校
和光高校

市外の
高校

大学 小学校 中学校 高校
特別
支援

 2（2） 0 0
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⑵　その他

職　　場　　体　　験

R6年度 8 0 3（2） 0 0 0 1(1)  2（2）

1（1） 0 0

R5年度 8 0 4（2） 0 0 0 1(1)  3（2） 0 0 0

R4年度 5 0 0 0 0 0 3(1)
 2（2）
1（3）

0 0 0

R3年度 8 0 0 0 0 1（3） 0 2（2） 2（2） 0 3（1）

R2年度 0 0 0 0 0 0 0 0

1（1）

R元年度 12 0 4（2） 0 3（5） 0 3(2) 1(2) 1(2)

30年度 17
4（2）
1（3）

4（2） 2（2） 3（5） 0 2（2）

2（2）

29年度 28
4（2）
1（3）

4（2） 4（2） 3（5） 0 6（2） 5（2） 1（2）

28年度 17
4（2）
1（3）

3（2） 3（2） 2（5） 0 2（2）

2（2）

27年度 23
4（2）
1（3）

4（3） 0 2（5） 0 6（2） 3（2）
1（2）
1（2）

1（3）

26年度 21 4（2） 3（3） 5（2） 2（5） 0 5（2）



テーマ展示一覧
令和6年度（本館）

一般 児童

令和6年度（下新倉分館）

一般 児童 カウンター

3 心の健康づくり 春のおとずれ 新生活応援

・【りんごの棚×障害
者サービス連続展示】
対面朗読・郵送貸出・
宅配サービス・読書を

助ける道具
・埼玉県高校図書館
司書が選ぶイチオシ

本2024

2024

全国青少年読書感想文
コンクール課題図書

クリスマスの絵本
　冬の絵本

埼玉県推奨図書
2025

2024

・午王山土器
・ボードゲーム展示

・広沢小学校図書委員会
「私のおススメ本を紹介

します」
・和光市図書館サポー
ター「私のおススメ本を

紹介します」

2025

1
若い人に贈る読書の

すすめ
ふゆやすみに
おすすめの本

冬

・節分
・【りんごの棚×障害

者サービス連続展示】
大きな文字の本（大

活字本）

2 科学道１００ 科学道100冊ジュニア ひなまつり

・【りんごの棚×障害
者サービス連続展示】
DAISY・マルチメディア

デイジー

11 芸術の秋 秋のおはなし 秋
・【りんごの棚×障害

者サービス連続展示】
布の絵本

12 人権について考えよう 埼玉県推奨図書 クリスマス

・【りんごの棚×障害
者サービス連続展示】
障害者週間：障害者

サービスご紹介

9
大人が読んでも

面白いYA
動物愛護習慣 敬老の日

・追悼：中川李枝子
・追悼：せなけいこ

・【りんごの棚×障害
者サービス連続展示】
点字つきさわる絵本

10 がん検診を受けましょう ハロウィン 秋

・追悼：谷川俊太郎
・【りんごの棚×障害

者サービス連続展示】
LLブック～やさしく

読みやすい本

6 梅雨を楽しみませんか？ 雨

・追悼ルース・
スタイル・ガネット
・クサカメの卵の

実物と関連本展示

7 夏、到来！ ほしぞらをみよう！
・新紙幣記念

・リゾート

・クサカメの卵の
実物と関連本展示
・全国青少年読書
感想文コンクール

課題図書
・おばけの本

・夏休み自由研究の
タネ

8 今年の夏は…パリ！
なつやすみに
おすすめの本

・新紙幣記念
・第１７１回芥川・直木賞

受賞作品
・リゾート

4
片づけて

すっきり暮らそう
入園・入学 おでかけ ・埼玉県高校図書館

司書が選ぶイチオシ
本2023

新倉小学校図書委員会
「私のイチオシ本を紹介

します」

5 アウトドアを楽しもう！
子ども読書の日に

おすすめの本
おでかけ

恋愛特集

3 こころの健康づくり 春のおとずれ おでかけしよう
高校図書館司書が選ぶ

イチオシ本2024

年 月 特設コーナー ひとハコ図書館 展示ケース

1
若い人に贈る
読書のすすめ

ふゆやすみに
おすすめの本

ホッとするレシピ

2 科学道100冊 科学道100冊ジュニア いろんなおうち

三中えほん展示

11 香りを楽しむ 秋のおはなし
お・し・ご・と

（勤労感謝の日）
異世界への扉をひらく
～ファンタジーをよもう～

12
万城目学著作連携展

＠図書館と県民のつどい
埼玉2024

埼玉県推奨図書

9 敬老の日特集 動物愛護週間
いただきまーす

　（たべもののえほん）

10 がん検診を受けましょう ハロウィンの本
かわいいね

赤ちゃんの本

6 整える 雨
梅雨にピッタリ

さっぱり＆スタミナメニュー
なまえをよんで

・新倉小学校図書委員会
「私のおススメ本を紹介

します」

7 夏、到来！ ほしぞらをみよう！

なつをたのしもう！

・広沢小学校図書委員会
「私のおススメ本を紹介

します」
・和光市図書館サポー
ター「私のおススメ本を

紹介します」
8 民話・伝説の世界

なつやすみに
おすすめの本

日々の健康は食事から
夏バテを乗り越えよう！

入口

入口
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⑵　その他

年 月 特設コーナー 絵本コーナー ひとハコ図書館 ＹＡコーナー

4
新生活　はじめての一人

暮らし
入園・入学

自炊を頑張りたい方必見！
だれでも簡単に作れる

メニュー
できた！みつけた！

・大和中学校図書委員会
「私のおススメ本を紹介

します」

高校図書館司書が選ぶ
イチオシ本2023

5 食と旅
子ども読書の日の

おすすめの本

新生活・行楽シーズンに
向けて　お弁当作りに

役立つ料理本
とりのほん（愛鳥週間）

・大和中学校図書委員会
「私のおススメ本を紹介

します」
・新倉小学校図書委員会
「私のおススメ本を紹介

します」



和光市図書館所蔵新聞　　２４紙

和光市図書館所蔵新聞（縮刷版）

和光市図書館下新倉分館所蔵新聞　　１４紙

読売KODOMO新聞 読売中高生新聞

東京新聞 サンケイスポーツ スポーツニッポン

全国農業新聞 福祉新聞 The Japan News

朝日新聞 読売新聞 毎日新聞

埼玉新聞 日本経済新聞 産経新聞

朝日新聞
（２００４年１月～）

読売新聞
（２０１４年１月～）

毎日新聞
（２００４年１月～）

埼玉新聞
（２００４年１月～）

日本経済新聞
（２００４年１月～）

毎日小学生新聞 民団新聞 DIYタイムズ

赤旗 公明新聞 社会新報

自由民主 Asahi Weekly 朝日小学生新聞

The Japan Times 日経流通新聞 日刊工業新聞

日本教育新聞 週刊読書人 図書新聞
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新聞（本館・下新倉分館）

朝日新聞 読売新聞 毎日新聞

埼玉新聞 日本経済新聞 サンケイ新聞

東京新聞 日刊スポーツ スポーツ報知
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和光市図書館所蔵ブルーマップ　　４市
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和光市

新座市

朝霞市
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住宅地図・ブルーマップ（本館）

和光市

新座市

朝霞市

志木市

板橋区

練馬区



発行所 発刊 発売日 所蔵場所

AERA 朝日新聞出版 週刊 月曜日 B-40

アニメージュ 徳間書店 月刊 10日 Y-01

an･an マガジンハウス 週刊 水曜日 A-20

&Premium マガジンハウス 月刊 20日 A-27

いただきます　ごちそうさま 株式会社メイト 季刊 3,5,8,11月各1日 D-11

田舎暮らしの本 宝島社 月刊 3日 C-23

with 講談社 月刊 28日 A-19

Wedge ウェッジ 月刊 20日 F-10

美しいキモノ ハースト婦人画報社 季刊 2,5,8,11月各20日 A-33

映画秘宝 秘宝新社 月刊 21日 C-21

栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊 9日 A-48

ESSE フジテレビジョン 月刊 7日 南

ＦＱ ＪＡＰＡＮ アクセスインターナショナル 季刊 3,6,9,12月各9日 B-47

ELLE DECOR ハースト婦人画報社 その他 3,5,7,9,11月各7日 C-29

えんぶ えんぶ 隔月 奇数月9日 C-19

オール讀物 文藝春秋 隔月 偶数月22日 B-04

男の隠れ家 三栄書房 月刊 27日 B-50

音楽の友 音楽之友社 月刊 18日 C-08

CAR GRAPHIC（ＣＧ） カーグラフィック 月刊 1日 C-36
会社四季報 東洋経済新報社 季刊 3,6,9,12月各中旬 F-17

会社四季報　プロ500 東洋経済新報社 季刊 3,6,9,12月各中旬 F-19

会社四季報　未上場会社版 東洋経済新報社 年刊 9月 F-18

かがくのとも 福音館書店 月刊 3日 E-03

家庭画報 世界文化社 月刊 1日 A-30

家電批評 晋遊舎 月刊 3日 B-55

ガバナンス ぎょうせい 月刊 1日 F-09

GARVY 実業之日本社 不定期 不定 C-38

関東・東北じゃらん リクルート 隔月 奇数月1日 C-45

キネマ旬報 キネマ旬報社 月刊 20日 C-14

（NHK）きょうの健康 ＮＨＫ出版 月刊 21日 C-49

（NHK）きょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 21日 A-46

（NHK）きょうの料理ビギナーズ ＮＨＫ出版 月刊 21日 A-44

Ku:nel マガジンハウス 隔月 奇数月20日 A-42

暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月 奇数月25日 A-36

CREA 文藝春秋 季刊 3.6.9.12月各7日 A-28

クローバー ジェイ・ブロード 季刊 春､夏､秋､冬 U-08

クロワッサン マガジンハウス 月2 10日,25日 A-29

群像 講談社 月刊 7日 B-08

カ
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雑誌（本館）
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和光市図書館所蔵雑誌　　２０１誌

雑誌名

令和７年９月３０日現在



発行所 発刊 発売日 所蔵場所

経済セミナー 日本評論社 隔月 奇数月1日 F-12

芸術新潮 新潮社 月刊 25日 C-17

毛糸だま 日本ヴォーグ社 季刊 2,5,8,11月各5日 A-39

月刊クーヨン クレヨンハウス 月刊 3日 D-01

月刊碁ワールド 日本棋院 月刊 20日 C-34

月刊新聞ダイジェスト 新聞ダイジェスト社 月刊 21日 B-33

月刊たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 3日 E-04

月刊Newsがわかる 毎日新聞出版 月刊 15日 E-02

月刊美術 サン・アート 月刊 20日 C-15

月刊福祉 全国社会福祉協議会 月刊 6日 U-05

現代の図書館 日本図書館協会 季刊 1,4,7,10月各28日 C-53

航空ファン 文林堂 月刊 21日 C-48

国立国会図書館月報 国立国会図書館 月刊 28日 C-58

こどもとしょかん 東京こども図書館 季刊 1,4,7,10月各20日 D-15

子どもと読書 親子読書地域文庫全国連絡会 隔月 20日 D-18

子どもと本 子ども文庫の会 季刊 1,4,7,10月下旬 D-16

子供の科学 誠文堂新光社 月刊 10日 E-01

子どものしあわせ 日本子どもの守る会 月刊 28日 D-07

こどものとも 福音館書店 月刊 3日 E-06

こどものとも0.1.2 福音館書店 月刊 3日 E-07

こどものとも年少版 福音館書店 月刊 3日 E-08

こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 3日 E-09

子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊 1日 D-17

この本読んで！ 出版文化産業振興財団 季刊 3.6.9.12月各3日 D-04

サーナ イフ 年2回 3,7月 U-06

埼玉県議会だより　点字版 埼玉県議会事務局 季刊 定例会閉会日の約１か月後 U-10

彩の国だより　点字版 埼玉県民生活部広聴広報課 月刊 月初 U-01

サッカーマガジン ベースボール・マガジン社 隔月 24日 B-25

サッカーマガジン（別冊） ベースボール・マガジン社 不定期 不定期 B-27

サライ 小学館 月刊 9日 B-51

サンキュ！ ベネッセコーポレーション 隔月 偶数月25日 A-37

サンデー毎日 毎日新聞社出版局 週刊 火曜日 B-38

ＣＤジャーナル シーディージャーナル 季刊 3.6.9.12月各20日 C-10

ＪＴＢ時刻表 ＪＴＢパブリッシング 月刊 20日 C-44

詩と思想 土曜美術社 月刊 28日 B-06

社会教育 日本青年館 月刊 2日 C-55

週刊エコノミスト 毎日新聞出版 週刊 月曜日 Ｆ-01

週刊金曜日 金曜日 週刊 金曜日 B-42

週刊新潮 新潮社 週刊 木曜日 B-30

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 月曜日 F-02

週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 月曜日 F-04

週刊文春 文藝春秋 週刊 木曜日 B-28

ケ

コ

サ

シ
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発行所 発刊 発売日 所蔵場所

週刊ベースボール ベースボール・マガジン社 週刊 水曜日 B-24

週刊ベースボール（別冊） ベースボール・マガジン社 不定期 不定期 B-26

趣味の園芸 ＮＨＫ出版 月刊 21日 C-27

ジュリスト 有斐閣 月刊 25日 C-03

将棋世界 日本将棋連盟 月刊 3日 C-35

小説現代 講談社 月刊 22日 B-05

小説幻冬 幻冬舎 月刊 27日 B-07

小説新潮 新潮社 月刊 22日 B-02

小説推理 双葉社 月刊 27日 B-01

小説ＮＯＮ 祥伝社 月刊 22日 B-13

小説宝石 光文社 隔月 偶数月22日 B-11

新潮 新潮社 月刊 7日 B-12

Swimming Magazine ベースボール・マガジン社 月刊 11日 B-23

SCREEN 近代映画社 月刊 21日 C-16

（NHK）すてきにハンドメイド NHK出版 月刊 21日 A-41・南

stereo 音楽之友社 月刊 19日 C-06

SPRiNG 宝島社 月刊 23日 A-21

Sports Graphic Number 文藝春秋 隔週 木曜日 B-17

墨 芸術新聞社 隔月 奇数月1日 C-13

相撲 ベースボール・マガジン社 月刊 毎月末日 B-16

正論 産業新聞社 月刊 1日 B-31

世界 岩波書店 月刊 8日 B-29

セブンティーン 集英社 不定期 不定期 Y-03

選択 選択出版株式会社 月刊 1日 F-07

装苑 文化学園文化出版局 隔月 奇数月28日 A-18

蕎麦春秋（リベラルタイム増刊） リベラルタイム出版社 季刊 3,6,9,12月の下旬 F-14

宇宙のとびら JAXA宇宙教育センター 季刊 3,6,9,12月の末日 E-10

Ｔａｒｚａｎ マガジンハウス 月2 第2､第4木曜日 B-49

TIME タイム社 週刊 月曜日 B-35

DIME 小学館 月刊 16日 B-53

旅の手帖 交通新聞社 月刊 10日 C-43

ダ・ヴィンチ KADOKAWA 月刊 6日 B-16

短歌 角川文化振興財団 月刊 25日 B-03

dancyu プレジデント社 季刊 3.6.9.12月各6日 B-48

ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 3日 E-05

中央公論 中央公論新社 月刊 10日 B-32

つり人 つり人社 月刊 25日 C-41

DVD＆動画配信でーた ムービーウォーカー 月刊 20日 C-20

鉄道ジャーナル 鉄道ジャーナル社 月刊 21日 C-46

鉄道ファン 交友社 月刊 21日 C-47

テルミ 日本児童教育振興財団 隔月 偶数月1日 U-04

手をつなぐ 全国手をつなぐ育成会連合会 月刊 1日 U-13

点字厚生 日本視覚障害者団体連合 隔月 20日 U-07

シ
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発行所 発刊 発売日 所蔵場所

点字の友 東京点字出版所 月刊 10日 U-11

点字毎日 毎日新聞社 週刊 火曜日 U-03

天然生活 扶桑社 月刊 20日 南・坂下

天文ガイド 誠文堂新光社 月刊 5日 C-50

東京人 都市出版 月刊 3日 C-11

図書 岩波書店 月刊 1日 C-57

図書館雑誌 日本図書館協会 月刊 20日 C-54

NATIONAL GEOGRAPHIC日本版 日経ナショナルジオグラフィック社 月刊 30日 B-37

nicola 新潮社 月刊 1日 Ｙ-02

日経WOMAN 日経ＢＰ社 月刊 7日 A-25 ★

日経サイエンス 日経サイエンス 月刊 25日 C-52

日経トレンディ 日経ＢＰ社 月刊 4日 B-52

日経パソコン 日経ＢＰ社 隔週 第2、第4月曜日 C-32

日経PC21 日経ＢＰ社 月刊 24日 C-33

日経ビジネス 日経ＢＰ社 週刊 月曜日 F-03

日経ヘルス 日経ＢＰ社 不定期 不定期 A-47

日経マネー 日経ＢＰ社 月刊 21日 F-05

日本児童文学 日本児童文学者協会 隔月 奇数月9日 D-14

Newsweek日本版 CCCメディアハウス 週刊 火曜日 B-39

Newton ニュートンプレス 月刊 26日 C-51

猫びより 辰巳出版 季刊 3,6,9,12月各12日 C-25

ノジュール ＪＴＢパブリッシング 月刊 28日 C-42

non-no 集英社 月刊 20日 A-22

BIRDER 文一総合出版 月刊 16日 C-22

俳句 角川文化振興財団 月刊 25日 B-10

（月刊）HOUSING リクルート 隔月 偶数月21日 C-31

Hanako マガジンハウス 月刊 28日 A-24

母の友 福音館書店 月刊 3日 D-08

ハルメク ハルメク 月刊 10日 A-43

25ans（バンサンカン） ハースト婦人画報社 月刊 28日 A-17

BE-PAL 小学館 月刊 10日 C-39

Begin 世界文化社 月刊 16日 B-44

美術手帖（BT） 美術出版社 季刊 3.6.9.12月各7日 C-18

ビデオサロン 玄光社 月刊 20日 C-12

FIGARO japon CCCメディアハウス 月刊 20日 A-23

Forbes リンクタイズ 月刊 25日 F-13

婦人公論 中央公論新社 月刊 15日 A-31・南

婦人之友 婦人之友社 月刊 12日 A-32

プリ*フラ フォーシーズンプレス 季刊 1,4,7,10月各16日 C-28

武道 日本武道館 月刊 28日 中央

BRUTUS マガジンハウス 月2 1日,15日 B-56

ふれあいらしんばん 内閣府政府広報室 年6 1.3.6.7.9.11月 U-09
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発行所 発刊 発売日 所蔵場所

プレジデント プレジデント社  月2 第2、第4金曜日 F-06

プレジデントファミリー プレジデント社 季刊 3,6,9,12月各5日 D-02

フローリスト 誠文堂新光社 隔月 奇数月8日 C-26

文學界 文藝春秋 月刊 7日 B-09

文藝春秋 文藝春秋 月刊 10日 B-34

Baby-mo 主婦の友社 不定期 不定期 D-06

VERY 光文社 月刊 7日 A-38・坂下

pen CCCメディアハウス 月刊 28日 B-54

Voice ＰＨＰ研究所 月刊 6日 F-11

法学セミナー 日本評論社 隔月 奇数月12日 C-04

本の雑誌 本の雑誌社 月刊 10日 B-14

MAMOR 扶桑社 月刊 21日 C-01

みんなの図書館 教育史料出版会 月刊 10日 C-56

ＭＵＳＩＣＡ ＦＡＣＴ 月刊 15日 C-07

Men's Ex 世界文化社 季刊 3,6,9,12月各20日 B-43

MEN'S CLUB ハースト婦人画報社 その他 3,4,9,10月各10日 B-45

MEN'S NON･NO 集英社 月刊 9日 B-46

MOE 白泉社 月刊 3日 D-10

モーターサイクリスト 八重洲出版 月刊 1日 C-37

モダンリビング ハースト婦人画報社 隔月 偶数月14日 C-30

mono（モノ・マガジン） ワールドフォトプレス 月2 2日,16日 B-41

山と渓谷 山と渓谷社 月刊 15日 C-40

野性時代 角川書店 不定期 B-15

ライト＆ライフ 東京へレン・ケラー協会 月2 1日,15日 U-02

ラグビーマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 25日 B-20

ランナーズ アールビーズ 月刊 22日 B-21

LEE 集英社 月刊 7日 A-40

陸上競技マガジン ベースボール・マガジン社 月刊 14日 B-19

リベラルタイム リベラルタイム出版社 月刊 3日 F-08

歴史街道 PHP研究所 月刊 6日 C-02

レコードコレクターズ ミュージック・マガジン社 月刊 15日 C-09

レタスクラブ KADOKAWA 月刊 25日 A-45 ★

わたしたちの健康（広報わこう）　点字版 和光市秘書広報課 月刊 『広報わこう』は月初発行 U-12

ワッグル -GOLF- 実業之日本社 月刊 21日 B-22

和樂 小学館 隔月 奇数月1日 A-34

wan 緑書房 季刊 1.4.7.10月各1日 C-24
＜所蔵場所の欄について＞
①「中央」「坂下」「南」 とある雑誌は、公民館図書室に所蔵しています。
②「Ａ」「B」「C」「U」と表示してある雑誌は、本館雑誌コーナーにあります。
③「Ｄ」「Ｅ」等と表示してある雑誌は、本館キッズルームにあります。
④「Ｆ」と表示してある雑誌は、本館ビジネスコーナーにあります。
⑤「Ｙ」と表示してある雑誌は、本館ＹＡコーナーにあります。
⑥★が記載されている雑誌は雑誌スポンサーから提供いただいています。

レ

ワ

メ

モ

ヤ

ラ

リ

ミ

ム

雑誌名

マ

42
１０ 逐次刊行物

雑誌（本館）
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和光市図書館下新倉分館所蔵雑誌　　１２３誌

発行所名 発刊 発売日 所蔵場所

AERA 朝日新聞出版 週刊 月曜日 C-01

AERA with Kids 朝日新聞出版 季刊 3,6,9,12月各5日 G-07

（月刊）アクアライフ エムピージェー 月刊 11日 D-09

明日の友 婦人之友社 隔月 偶数月5日 E-12

（季刊）iichiko 文化科学高等研究院出版局 季刊 1,4,7,10月各２０日 D-01

（NHK）囲碁講座 ＮＨＫ出版 月刊 16日 D-17

一枚の繪 一枚の繪 隔月 奇数月21日 B-08

illustration 玄光社 季刊 1,4,7,10月各18日 B-14

with PETs 日本愛玩動物協会 隔月 奇数月15日 D-03

うかたま 農山漁村文化協会 季刊 3,6,9,12月各5日 E-15

ecla 集英社 月刊 1日 F-09

ESSE フジテレビジョン 月刊 2日 E-06

江戸楽 エー・アール・ティ 月刊 20日 D-05

LDK- Living Dining Kitchen- 晋遊舎 月刊 28日 E-09

OCEANS ライトハウスメディア 月刊 25日 E-13

OZ magazine スターツ出版 隔月 奇数月12日 F-04

大人のおしゃれ手帖 宝島社 月刊 7日 F-13

おとなの週末 講談社ビーシー 月刊 15日 B-12

（月刊）おりがみ 日本折紙協会 月刊 １日 C-11

オレンジページ オレンジページ 月２ 2,17日 E-04

Casa BRUTUS マガジンハウス 月刊 9日 D-10

Garden & Garden エフジー武蔵 季刊 1,4,7,10月各16日 F-17

カーネル 八重洲出版 隔月 偶数月9日 B-09

会社四季報 東洋経済新報社 季刊 3,6,9,12月の各中旬 C-15

（月刊）かがくのとも 福音館書店 月刊 3日 H-07

学校図書館 全国学校図書館協議会 月刊 ７日 C-18

cafe-sweets 柴田書店 隔月 偶数月5日 E-16

（NHK）きょうの料理 ＮＨＫ出版 月刊 21日 E-10

（月刊）クーヨン クレヨンハウス 月刊 3日 G-06

GoodsPress 徳間書店 年10 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12月各6日 E-08

暮しの手帖 暮しの手帖社 隔月 奇数月25日 F-07

CLASSY. 光文社 月刊 28日 F-14 ★

GOETHE 幻冬舎 月刊 25日 E-07

健康 主婦の友社 季刊 3,6,9,12月各2日 E-18

建築知識 エクスナレッジ 月刊 20日 D-04

後期のたまごクラブ ベネッセコーポレーション 季刊 2,5,8,11月各15日 G-03

COTTON TIME 主婦と生活社 隔月 偶数月7日 F-16

kodomoe 白泉社 隔月 奇数月7日 G-05 ★

ア

イ

ウ

雑誌名
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雑誌（下新倉分館）
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発行所名 発刊 発売日 所蔵場所

子供の科学 誠文堂新光社 月刊 10日 I-07

こどものとも 福音館書店 月刊 3日 H-04

こどものとも0.1.2 福音館書店 月刊 3日 H-01

こどものとも年少版 福音館書店 月刊 3日 H-02

こどものとも年中向き 福音館書店 月刊 3日 H-03

子どもの本棚 日本子どもの本研究会 月刊 1日 C-17

Cycle Sports 八重洲出版 月刊 20日 A-05

サッカーダイジェスト 日本スポーツ企画出版社 月刊 10日 A-14

サンデー毎日 毎日新聞出版 週刊 火曜日 C-02

散歩の達人 交通新聞社 月刊 21日 B-17

ＪＴＢ時刻表 ＪＴＢパブリッシング 月刊 20日 B-05

JICA Magazine JICA 隔月 偶数月1日 C-16

jazz Life ジャズライフ 月刊 14日 B-07

週刊ゴルフダイジェスト ゴルフダイジェスト社 週刊 火曜日 A-16

週刊新潮 新潮社 週刊 木曜日 C-07

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 月曜日 C-13

週刊文春 文藝春秋 週刊 木曜日 C-08

週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 月曜日 C-04

（月刊）ジュニアエラ 朝日新聞社出版 月刊 15日 I-05

（NHK）将棋講座 ＮＨＫ出版 月刊 16日 D-11

小説すばる 集英社 月刊 17日 D-13

書写書道 日本武道館 月刊 1日 D-18

初等教育資料 東洋館出版社 月刊 28日 C-12

新幼児と保育 小学館 季刊 ３,６,９,１1月各２日 C-05

STORY 光文社 月刊 1日 F-03

スマッシュ 日本スポーツ企画出版社 月刊 21日 A-15 ★

青春と読書 集英社 月刊 20日 D-02

蕎麦春秋（リベラルタイム増刊） リベラルタイム出版社 季刊 3,6,9,12月の各24日 B-18

宇宙のとびら JAXA宇宙教育センター 季刊 3,6,9,12月の末日 I-04

Tarzan マガジンハウス 月2 第2､第4木曜日 A-17

ダイヤモンドZAi ダイヤモンド社 月刊 21日 C-09

（月刊）たくさんのふしぎ 福音館書店 月刊 3日 H-05

多聴多読マガジン コスモピア 隔月 奇数月6日 D-15

卓球王国 卓球王国　 月刊 21日 A-09

たのしい授業 仮説社 月刊 2日 C-06

ダンスビュウ モダン出版 月刊 27日 A-06

ちいさいなかま ちいさいなかま社 月刊 28日 G-08

（月刊）ちいさなかがくのとも 福音館書店 月刊 3日 H-06

中央公論 中央公論社 月刊 10日 C-03
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発行所名 発刊 発売日 所蔵場所

中期のたまごクラブ ベネッセコーポレーション 季刊 1，4，7，10月各15日 G-02

つり情報 辰巳出版 月２ 毎月1,15日 A-10

デジタルカメラ・マガジン インプレス 月刊 20日 B-01

鉄道ダイヤ情報 交通新聞社 月刊 ２１日 B-11

dopa キャンプ 季刊 3,6,9,12月各8日 D-16

東京カレンダー 東京カレンダー 月刊 21日 E-03

ドライバー 八重洲出版 月刊 20日 B-10

NATIONAL GEOGRAPHIC日本版 日経ナショナルジオグラフィック 月刊 30日 D-07

七緒 プレジデント社 季刊 3,6,9,12月各7日 E-17

ニコ☆プチ 新潮社 季刊 3,6,9,12月各10日 I-03

日経エンタテインメント！ 日経ＢＰ 月刊 4日 B-03

（月刊）Newsがわかる 毎日新聞出版 月刊 15日 I-06

ニューモデルマガジンX－MAG X- ムックハウス 月刊 26日 B-15

はじめてのたまごクラブ ベネッセコーポレーション 季刊 3,6,9,12月各15日 G-01

（月刊）バスケットボール 日本文化出版 月刊 25日 A-08

Happy-Note ミキハウス子育て総研 年５ 3,6,9,1１,1月 G-04

バドミントンマガジン ベースボール・マガジン社 月刊 22日 A-03

ハヤカワミステリマガジン 早川書房 季刊 2,5,8,11月号各25日 D-14

（月刊）バレーボール 日本文化出版 月刊 15日 A-02

Band Journal 音楽之友社 月刊 10日 A-12

（月刊）ピアノ   ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 月刊 20日 A-18

PEAKS ADDIX 隔月 15日 A-04

美的 小学館 月刊 22日 F-02

FINEBOYS 日之出出版 月刊 9日 E-01

婦人画報 ハースト婦人画報社 月刊 1日 F-01

（月刊）武道 日本武道館 月刊 28日 A-01

ふれあいらしんばん 内閣府政府広報室 年6 1,3,6,7,9,11月 F-18

文藝 河出書房新社 季刊 1,4,7,10月各7日 D-08

文藝春秋 文藝春秋 月刊 10日 C-14

Baseball Clinic ベースボール・マガジン社 月刊 17日 A-07

BOWLING magazine ベースボール・マガジン社 月刊 15日 A-13

POPEYE マガジンハウス 月刊 9日 E-14

（月刊）ホビージャパン ホビージャパン 月刊 25日 B-02

ミセスのスタイルブック 文化学園文化出版局 季刊 2,4,6,10月各12日 F-10

MONOQLO 晋遊舎 月刊 19日 E-02

（NHK）やさいの時間 ＮＨＫ出版 隔月 奇数月21日 F-06

やさい畑 家の光協会 隔月 奇数月3日 F-12

ゆうゆう 主婦の友社 月刊 1日 E-11

rakra（ラ・クラ） 川口印刷工業 隔月 偶数月25日 B-06
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発行所名 発刊 発売日 所蔵場所

ランニングマガジン courir ベースボール・マガジン社 月刊 22日 B-06

リベラルタイム リベラルタイム出版社 月刊 3日 A-11

旅行読売 旅行読売出版社 月刊 28日 C-10

リンネル 宝島社 月刊 20日 B-16

歴史人 ABCアーク 月刊 6日 F-15

ROCKIN’ON JAPAN ロッキング・オン 月刊 30日 D-06

私のカントリー 主婦と生活社 年２ 4,11月 B-13

＜所蔵場所の欄について＞

①「Ａ」「B」「C」「D」「E」「F」「G」と表示してある雑誌は、分館雑誌コーナーにあります。

②「G」と表示してある雑誌は、分館子育て支援コーナーにあります。

③「H」と表示してある雑誌は、分館キッズスペースにあります。

④「I」と表示してある雑誌は、分館児童書コーナーにあります。

⑤★が記載されている雑誌は雑誌スポンサーから提供いただいています。

１０ 逐次刊行物

雑誌（下新倉分館）
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ボランティア・サークル

和光絵本とお話の会

毎月第1～
第3土曜日
11:00-11:30
14:00-14:30

「絵本とおはなしの会」のほか、「世界おはなしめぐ
り」「七夕おはなし会」「クリスマスおはなし会」などの
特別なお話会を開催。保育園での読み聞かせの他、
高校での読み聞かせ指導なども実施している。平成
26年には子ども読書活動優秀実践団体として文部科
学大臣表彰を受彰した。

ワンダークラブ
年4回 日曜日
14:00-14:40

「英語を身近に感じてほしい、子ども達に英語の文化
を体験させたい」という想いの下、英語絵本の読み聞
かせ、英語の歌の紹介、子どもでも読めるやさしい英
語絵本の紹介などを行っている。ハロウィンやクリス
マス、イースターなど、英語圏の文化を伝える機会を
提供している。

あゆみの会
はじめのいっぽ♪

【本館】
原則毎月
第3金曜日
10:30-11:00
11:15-11:45

【分館】
隔月

第4金曜日
11:00-11:30

あかちゃんとその保護者を対象に、”聞く耳”を育てる
わらべうたや、季節や年齢に合わせた絵本の読み聞
かせを行う「あかちゃんと楽しむ絵本とわらべうた」を
本館・分館で開催。親子や保護者同士のコミュニケー
ションの場を提供している。令和2年度には和光市社
会教育功労賞を受賞した。

ブックスタートボランティア

【本館】
月1回 月曜日
10:00-10:30
10:40-11:00
11:10-11:40

【分館】
隔月1回 火曜日

11:00-11:30

毎月のブックスタート事業で、読み聞かせや語りかけ
の大切さを伝えている。また、わらべうたも取り入れ、
親子のふれあいのきっかけづくりを行っている。

朗読ブッククラブ
〈朗らか読み〉ユニットYKK

【分館】
年1回

14:00-15:10

大人を対象にした朗読会。読書とは一味違う朗読を
聴く楽しみを体験してもらう。
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⑴　ボランティア・サークル

団　　体　　名
ミーティング
及び活動日

活　　　動　　　内　　　容

影絵サークルぺんぎん
月1回 日曜日
10:00-12:00

影絵の製作・映写を行っている。「夏休み子どもの集
い」では影絵の上映を、「図書館まつり」では子ども向
けに影絵作りの工作を行い、影絵の魅力を伝えてい
る。

朗読の会あめんぼ 不定期

文学作品、特に大石真の児童文学作品の朗読を広く
行っている。図書館では年に２回、朗読劇を開催して
いる。令和６年に創立２５周年を迎え、翌令和７年１
月には「和光市教育委員会表彰」を受賞した。

和光布絵本の会ゆりかご
原則第1・第3

水曜日
13:30-15:30

図書館貸出用布絵本の製作、「図書館まつり」での布
工作などを行っている。布にフェルト、ボタン、マジッ
クテープなどをつけて作った布絵本は、手や指の感
覚を養う絵本と遊具のはたらきがあり、親子のコミュ
ニケーションを深められると人気が高い。



ボランティア・サークル

令和6年度雑誌スポンサー企業

株式会社エステック 『サッカーマガジン』 『関東・東北じゃらん』  『OCEANS』

企　　業　　名 ス　　ポ　　ン　　サ　　ー　　誌　　名

株式会社ホンダ
レインボー

モータースクール
『CLASSY.』『kodomoe』

テニスゼロ和光 『スマッシュ』

図書館サポーター
原則隔月
第2木曜日

午後

図書館資料の修理、色シールの貼替、カバーかけ、
書架整理など幅広く活動をしている。（R6年度は、図
書館まつりの事前準備やまつり当日のイベント運営
のお手伝いをしてもらった。）

音訳サークル「なごみ」
原則第1火曜日

14:00-16:00

「音訳者養成講座」を修了した方が、和光市図書館
の音訳者として館内資料の対面朗読サービスを行っ
ている。読むことに障害のある方に、読書の楽しさを
伝えている。

団　　体　　名
ミーティング
及び活動日

活　　　動　　　内　　　容

ひまわり倶楽部
原則毎月
第3水曜日
16:00-16:30

「夏休み子どもの集い」や「図書館まつり」での読み聞
かせのほか、分館での「ひまわりおはなし会」でお話
会を開催。
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⑴　ボランティア・サークル　⑵　雑誌スポンサー企業　⑶その他図書館事業協力団体



和光市図書館に関連ある新聞記事等（令和6年度）
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⑴　新聞記事等

（埼玉新聞） 令和6年3月26日掲載
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１２　資料編

⑵　和光市　郷土の偉人紹介

1925年（大正14年）12月8日、白子村（現在の和光市白子）で生まれる。 父（巌）は医者で、母（喜

代）と姉と二人の兄がいる裕福な家庭の末っ子として育つ。1959年（昭和34年）に移転するまで居住

していた。

第一早稲田高等学院理科在学中に、早大童話会に入会、坪田譲治氏と出会う。早稲田大学英文

科在学中に、大和中学校の代用教員になる。

大学卒業後、小峰書店に入社し、1967年（昭和42年）に退社するまで、編集者・編集長として働きな

がら数々の児童文学作品を生み出していった。退社後作家活動に専念。1990年（平成2年）9月4日、

病気で65年の生涯を閉じた。

40年近い文学活動で生み出された作品の数々は、ジャンルを越え200冊余りにも及ぶ。代表作は「

風信器」第3回日本児童文学者協会新人賞受賞。「見えなくなったクロ」（講談社）第12回小学館文学

賞受賞。「チョコレート戦争」（理論社）。「眠れない子」（講談社）第28回野間児童文芸賞、第31回日本

児童文学者協会特別賞受賞。

1898年（明治31年）7月1日、東京本所小名木川（現在の東京都江東区深川）で生まれる。両親は裕

福な士族であったが、明治維新の後零落し、母は幼いかつらを残し去ってしまう。

かつらは、幼少の頃から童謡、俳句、詩歌に興味を持ち、作文や書道に秀でていた。

京華商業高校卒業後、神田の小学新報社で雑誌「少女号」等の編集の仕事をしながら、創作活動

を続け、「靴が鳴る」等の作品をこの雑誌に発表した。

1923年（大正12年）関東大震災の被害にあい、家屋、家財を全て焼失したため、継母の実家のある

新倉村（現在の和光市）に身を寄せる。その後白子地福寺近くの池のある家に約15年間くらした後、

白子川のほとりの家に移り住み、1951年（昭和26年）7月4日病気で53歳で亡くなるまで、童謡詩人とし

てたくさんの作品を創り続けた。

代表作に「叱られて」「あした」等、恵まれなかった少年時代の父母の愛を求めた作品や、「靴がなる

」、「雀の学校」、「みどりのそよ風」等、田園風景や自然を歌った作品がある。

1943年（昭和18年）4月14日、和光市白子で父（誠作）、母（菊栄）の三男として生まれる。

小学校1年生の時に、森永製菓主催の「全国母の顔コンクール」に入賞。

1963年（昭和38年）3月、日本デザインスクール卒業。

青年期には、旧ソ連、ヨーロッパ、中近東、アジア各地等24カ国を放浪し、帰国後絵本の作家活動

に入る。同時に凧作りに取り組む。

1978年（昭和53年）9月、著書「凧の謎をとく」（ポプラ社）で厚生省児童福祉文化奨励賞受賞。

1987年（昭和62年）3月16日、44年の生涯を閉じた。

代表作は「のはらでどってんと」（至光社）、 「しろいふねといるかたち」（すずき出版）、「とうだいの

ひまわり」（福音館）、「日本の凧」（角川書店）、「やさしく作れる日本の凧」（ぎょうせい）、「絵凧の技法

」（美術出版社）等、多数。

大石 真

清水 かつら

新坂 和男

児童文学作家

童謡詩人

絵本作家・凧研究家
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⑶　ブックポスト
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⑷ 朝霞地区四市公立図書館相互利用事業

●協定書

朝霞市、志木市、和光市及び新座市（以下「関係市」という。）は、

市立図書館の相互協力を促進し、広域利用を行うことにより、関係

市市民の自主的な学習の場の拡大とともに、文化、教養の向上に寄

与し、図書館奉仕の発展を図るため、別紙要綱により協定を締結す

る。

この協定の締結の証とするため、本書４通を作成し、押印の上、

関係市がその１通を保有する。

平成２３年３月１１日

朝霞市教育委員会

志木市教育委員会

和光市教育委員会

新座市教育委員会

●朝霞地区四市公立図書館相互利用事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、朝霞市、志木市、和光市及び新座市（以下

「四市」という。）の公立図書館（図書館法（昭和２５年法律第

１１８号）第２条第２項に規定する公立図書館をいい、以下「図

書館」という。）の広域利用に関し必要な事項を定め、相互の利

用を行うことにより、市民の自主的な学習の場を拡大し、文化、

教養の向上に寄与することを目的とする。

（事業の名称）

第２条 この事業は、「朝霞地区四市公立図書館相互利用事業」と

称する。

（利用者の範囲）

第３条 この事業を利用できる者は、朝霞市の利用カード、志木市

の利用者カード、和光市の図書利用券又は新座市の貸出券の交付

を受けた者とする。

（利用資料の範囲）

第４条 利用できる資料は、図書館法第３条第１号に規定する図書

館資料とし、個人貸出しに限る。

（利用の方法）

第５条 図書館は、四市の市民等の利用について、当該図書館の属

する市の条例、規則等の定めにより扱うものとする。

（会議）

第６条 この事業の円滑な運営を図るため、必要に応じ、朝霞地区

四市図書館連絡会を開催し、協議する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要

な事項は、四市の図書館長が協議して定めるものとする。

附 則

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

２ 朝霞地区四市公立図書館相互利用（試行）実施要綱（平成５年

２月１日施行）は、廃止する。

●朝霞地区四市公立図書館相互利用実施要領

（目的）

１ この要領は、朝霞地区四市公立図書館相互利用実施要綱に基づ

き、四市の市民に対し均一的なサービスを行うため、必要な事項

を定めるものとする。

（登録方法）

２ 利用者の登録に当たっては、「四市に居住するもの」又は「四

市の公立図書館において相互利用カードの交付を受けたもの」を

確認する。確認の方法は、貸出館の定めによるものとする。

（貸出資料の範囲）

３ 貸出資料の範囲は、制限しないものとする。ただし利用に制限

のあるものについては、貸出館の定めによるものとする。

（貸出数量及び期間）

４ 資料の貸出数量及び期間は、貸出館の定めによるものとする。

（返却）

５ 資料の返却は、利用者が借り受けた図書館に返却するものとす

る。

（リクエストサービス）

６ 資料のリクエストは、原則として受け付ける。ただし、リクエ

ストの処理については。当該市図書館の定めによるものとする。

（督促業務）

７ 延滞資料の督促は、貸出館が行う。ただし、当該延滞資料が返

却されない場合は、当該市民の居住する図書館は、積極的に協力

し督促業務が円滑に行われるよう努めるものとする。

（損害賠償）

８ 利用者が、借り受けた資料を紛失、汚損又は破損したときは、

貸出館の定める規則により損害の賠償をしなければならない。

（情報交換）

９ 相互利用に基づく登録状況等については、必要に応じ図書館間

において情報交換を行う。

（その他）

10 この実施要領に定めない事項及び変更の必要が生じたときは、

四市図書館長が別途協議する。

附 則

この要領は、平成５年２月１日から施行する。
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●和光市図書館設置及び管理条例

昭和５７年１２月１６日

条例第２９号

（設置）

第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」とい

う。）第１０条の規定に基づき、図書館を設置する。

（名称及び位置）

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

（管理）

第３条 図書館は、和光市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）が管理する。

（事業）

第４条 図書館は、法第３条に定める図書館奉仕を行う。

（職員）

第５条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。

（図書館協議会）

第６条 法第１４条第１項の規定に基づき、図書館に和光市図書館

協議会（以下「協議会」という。）を置く。

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱す

る。

（１） 学校教育及び社会教育の関係者

（２） 家庭教育の向上に資する活動を行う者

（３） 学識経験のある者

（４） 公募による市民

３ 協議会の委員は、１０人以内とする。

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

（委任）

第７条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行につ

いて必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和５８年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年条例第３５号）

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年条例第２７号）

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年条例第４号）

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２７年条例第２２号）

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

●和光市図書館管理運営規則

平成４年３月３０日

教委規則第２号

和光市図書館管理運営規則（昭和５８年教委規則第８号）の全部を

改正する。

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第３３条第１項及び和光市図書館

設置及び管理条例（昭和５７年条例第２９号。以下「条例」とい

う。）第７条の規定に基づき、和光市図書館及び和光市図書館下

新倉分館（以下「図書館」という。）の管理運営に関し、必要な

事項を定めるものとする。

名称 位置

和光市図書館 和光市本町３１番１号

和光市図書館下新倉分館 和光市下新倉５丁目２１番１号

第２章 図書館奉仕

第１節 通則

（休館日）

第２条 図書館の休館日は、次の各号に掲げる図書館の区分に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、和光市教育

委員会（以下「教育委員会」という。）が、管理上必要と認

めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けるこ

とができる。

（１） 和光市図書館

ア １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月

３１日まで

イ 館内整理日（毎月（１月及び１２月を除く。）第２及

び第４木曜日）

ウ 特別図書整理期間（年７日以内）

（２） 和光市図書館下新倉分館

ア 毎週月曜日

イ １月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月

３１日まで

ウ 館内整理日（毎月（１２月を除く。）第４木曜日）

エ 特別図書整理期間（年５日以内）

２ 前項の規定にかかわらず、同項第１号イ並びに第２号ア及

びウに掲げる日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）の場

合は、その日後において最も近い休日でない日を図書館の休

館日とする。

（利用時間）

第３条 図書館の利用時間は、次の各号に掲げる図書館の区分

に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員

会が特に必要と認めるときは、これを変更することができ

る。

（１） 和光市図書館

ア 月曜日から金曜日まで 午前９時３０分から午後８時

まで

イ 日曜日、土曜日及び休日 午前９時３０分から午後６

時まで

（２） 和光市図書館下新倉分館 午前９時３０分から午後６

時まで

（利用の禁止）

第４条 教育委員会は、この規則又は教育委員会が指定する職

員の指示に従わない者に対しては、図書館資料及び施設の利

用を禁止することができる。

第２節 図書館資料の利用

（個人利用）

第５条 図書館資料を館外で利用すること（以下「館外利用」

という。）ができる者は、次に掲げる者とする。

（１） 市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者

（２） 朝霞市、志木市、新座市、戸田市、板橋区又は練馬区

に居住する者

（３） 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と

認める者

（図書利用券等）

第６条 館外利用をしようとする者は、図書館資料利用申請書

（様式第１号）を教育委員会に提出し、図書利用券（様式第

２号）の交付を受けなければならない。

２ 図書利用券の交付を受けた者（以下「個人利用者」とい

う。）は、館外利用をしようとするときは、その都度図書利

用券を提示しなければならない。

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館設置及び管理条例」「和光市図書館管理運営規則」53
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３ 個人利用者は、図書利用券を紛失した場合又はその住所、

勤務先、通学先若しくは氏名に変更があった場合は、速やか

に教育委員会に届け出なければならない。

４ 教育委員会は、第１項の規定による図書利用券の交付後お

おむね５年ごとに、個人利用者が前条に規定する館外利用が

できる者であることを確認するものとする。

５ 個人利用者は、図書利用券を他人に譲渡し、又は貸与し、

若しくは不正に使用してはならない。

６ 教育委員会は、個人利用者が次の各号のいずれかに該当し

たときは、当該各号に定める期間、当該個人利用者の館外利

用を禁ずることができる。

（１） 利用期間の終了後１５日以上、図書資料の返却を怠っ

たとき 当該図書資料の利用期間の終了後１５日経過した日

から当該図書館資料が返却されるときまで

（２） 図書館資料の紛失、き損その他の不正な行為をしたと

き 不正な行為を図書館が把握したときから当該不正な行為

による損害を賠償したとき又は当該不正な行為をやめたこと

を教育委員会が認めたときまで

（個人利用における館外利用の範囲）

第７条 個人利用者が同時に館外利用をすることができる図書

館資料の数量及び期間は、次の表のとおりとする。ただし、

教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この限りで

ない。

（団体等利用）

第８条 市内の事業所、機関及び団体（以下「団体等」とい

う。）は、館外利用をしようとする目的が条例第４条に規定

する事業に合致するときは、館外利用をすることができる。

２ 第８条第１項、第３項、第５項及び第６項の規定は、団体

等利用について準用する。

第９条 図書利用券の交付を受けた団体等（以下「利用団体

等」という。）は、館外利用をしようとするときは、その都

度、図書利用券を提示するとともに、団体利用申請書（様式

第３号）を教育委員会に提出しなければならない。ただし、

教育委員会が認めるときは、この限りでない。

（団体等利用における館外利用の範囲）

第１０条 利用団体等が同時に館外利用をすることができる図

書館資料の数量、期間、種別等は、別表のとおりとする。た

だし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、この

限りでない。

（図書館資料の返却）

第１１条 教育委員会は、必要があると認めるときは、個人利

用者又は利用団体等に対し、館外利用されている図書館資料

の返却を求めることができる。

２ 個人利用者又は利用団体等は、教育委員会から前項の規定

による求めがあったときは、その求めに応じなければならな

い。

（館外利用の制限）

第１２条 教育委員会が館外利用を不適当と認めた図書館資料

は、館外利用することができない。

（損害の賠償）

第１３条 図書館の利用者は、図書館資料を紛失し、又は毀損

した場合は、教育委員会が指定する図書館資料又は相当の代

価で賠償しなければならない。

（複写の費用）

図書館資料の種類 利用数量 利用期間

図書資料 １５冊以内
２週間以内

視聴覚資料 ３点以内

第１４条 教育委員会は、必要があると認めるときは、利用者

の依頼により、その調査研究の用に供するため、図書館資料

の複写を行い、提供することができる。

２ 複写を依頼する者は、図書館資料複写申込書（様式第４

号）を教育委員会に提出するものとする。

３ 複写に要する費用は利用者の負担とする。

第３節 図書館資料の館外配置

（図書館資料の館外配置）

第１５条 教育委員会が必要と認めるときは、和光市公民館設

置及び管理条例（昭和５７年条例第２８号）第２条に規定す

る公民館に、図書館資料を館外配置することができる。

第４節 会議室

（利用の手続）

第１６条 会議室を利用をしようとする団体等は、あらかじめ

会議室利用申請書（様式第５号）を提出し、教育委員会の許

可を受けなければならない。

（利用の制限）

第１７条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めた場

合には、会議室の利用を許可しないものとする。

（１） 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

（２） 営利を目的とするとき。

（３） その他管理上支障があるとき。

（利用許可の取消し等）

第１８条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めた場

合には、会議室の利用の許可を変更し、停止し、又は取り消

すことができる。

（１） 利用者がこの規則に違反したとき。

（２） 災害その他の事故により会議室の利用ができなかった

とき。

（３） 図書館が、公用上特に必要とするとき。

第５節 図書館資料の寄贈及び寄託

（図書館資料の寄贈）

第１９条 教育委員会は、図書館資料の寄贈を受けた場合は、

他の図書館資料と同様の取扱いをするものとする。

（図書館資料の寄託）

第２０条 教育委員会は、図書館資料の寄託を受けることがで

きる。

２ 寄託された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱い

をする。

３ 教育委員会は、寄託された図書館資料の亡失又は毀損につ

いて、その責を負わない。

第３章 組織

（事務分掌）

第２１条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

（１） 図書館運営の調査、研究及び企画に関すること。

（２） 図書館資料の収集、整理、保存及び除籍に関するこ

と。

（３） 図書館資料の利用に関すること。

（４） 視聴覚資料に関すること。

（５） 図書館統計に関すること。

（６） 図書館予算の経理に関すること。

（７） 図書館施設の維持管理に関すること。

（８） 図書館協議会に関すること。

（９） 他の機関との連絡、協力に関すること。

（１０） 読書相談に関すること。

（１１） 読書会、研究会等の開催に関すること。

（１２） 地域の読書活動の援助に関すること。

（１３） 庶務に関すること。

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館管理運営規則」54
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（１４） その他図書館奉仕に関すること。

第４章 図書館協議会

（委員長、副委員長）

第２２条 条例第６条に規定する和光市図書館協議会（以下

「協議会」という。）に、委員長及び副委員長を置き、委員

の互選とする。

２ 委員長及び副委員長の任期は、２年とする。

３ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、

その職務を代理する。

（協議会の会議）

第２３条 委員長は、協議会の会議を招集し、その議長とな

る。

２ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。

３ 協議会に会議の運営上必要があるときは、専門部会を置く

ことができる。

（委任）

第２４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育

委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成４年９月２３日から施行する。

附 則（平成７年教委規則第１号）

この規則は、平成７年３月１日から施行する。

附 則（平成１０年教委規則第２号）

この規則は、平成１０年６月２日から施行する。

附 則（平成１２年教委規則第１号）

この規則は、平成１２年２月１日から施行する。

附 則（平成１４年教委規則第３号）

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則（平成１５年教委規則第２号）

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年教委規則第５号）

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年教委規則第６号）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年教委規則第３号）

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年教委規則第７号）

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年教委規則第１号）

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年教委規則第２号）

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年教委規則第４号）

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年教委規則第２号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成３１年教委規則第２号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の和光市図書館管理運営規則の規定

は、平成３１年４月１日以後に行われる館外利用について適

用し、同日前に行われた館外利用については、なお従前の例

による。

附 則（令和６年教委規則第１号）

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

附 則（令和６年教委規則第２号）

この規則は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用

する。

別表（第１０条関係） 団体等利用における館外利用の範囲

備考

１ 別表内に記載されていない団体は、原則として別表内の類似団体に準用します。

２ 視聴覚資料のうちDVDは、団体等へ館外利用を行いません。

利用形態 利用団体等とその単位 図書館資料の種類とその数量の上限 利用期間

和光市図書館が選書した図書館資

料を利用する場合

１ 小学校（学級毎） 雑誌を除く図書資料（１００冊）

３か月

２ 中学校（学級毎） 雑誌を除く図書資料（５０冊）

３ 保育園（施設毎）
雑誌を除く図書資料（１００冊）

４ 高齢者施設（施設毎）

５ 子育て支援センター（施設毎） 雑誌を除く図書資料（４００冊）

利用団体等が和光市図書館に来館

し、選書した図書館資料を利用す

る場合

上記１～６の対象者（対象者毎）
図書資料（５０冊）

視聴覚資料（３点）
４週間

和光市図書館で活動するボランテ

ィア団体が利用する場合
和光市図書館で活動するボランティア団体 図書資料（３０冊） ２か月

和光市内の小学校、中学校、高等

学校及び特別支援学校等が特定の

テーマに沿って利用する場合

各学校の図書主任（施設毎） １つのテーマにつき

図書資料（１００冊）

視聴覚資料（３点）

４週間各学校の図書館アドバイザー（施設毎）

その他各施設の代表者等（施設毎）

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館管理運営規則」55
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●和光市図書館情報閲覧用端末機利用に関する要綱

制定 平成１８年１０月 １日

（趣旨）

第１条 この告示は、和光市図書館（以下「図書館」という）を利

用する者がインターネットを介して提供されている情報を取得し、

自らの課題解決を支援することを目的として、図書館に設置され

ている情報閲覧用端末機（以下「端末機」という。）を利用する

ことに関し、必要な事項を定めるものとする。

（利用時間）

第２条 端末機の利用時間（以下「利用時間」という。）は、和光

市図書館管理運営規則（平成４年教委規則第２号。以下「規則」

という。）第３条に規定する図書館の利用時間とする。

２ 利用時間は、１人当たり１日６０分までとする。

３ １回の利用時間は、３０分以内とする。ただし、端末機を利用

するために待機してている者（以下「待機者」という。）がいな

いときは、継続して６０分まで利用することができる。

（利用手続）

第３条 端末機を利用しようとする者は、規則第７条第１項に規定

する図書利用券を図書館の利用者受付に提示しなければならない。

ただし、図書利用券の交付を受けていない者は、和光市図書館情

報閲覧用端末機利用申請書（様式第１号。次項において「申請書」

という。）を図書館の利用者受付に提出しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、待機者と交代したことにより継続し

て６０分まで利用すすることができなかった者が当該待機者の直

後に利用するときは、図書館利用券の提提示、又は申請書の提出

を省略することができる。

（遵守事項）

第４条 端末機を利用する者（以下「利用者」という。）は、次に

掲げる事項をしてはならない。

（１） 有害なサイトその他の公序良俗に反するサイトを閲覧

すること。

（２） 電子メールの送受信、掲示板等への書込みその他閲覧

以外の行為をすること。

（３） 端末機を故意に動作不良とすること。

（４） 他の利用者の迷惑となるような行為をすること。

（損害賠償）

第５条 利用者は、故意又は過失により端末機をき損したときは、

その損害を賠償しなければならない。

（委任）

第６条 この告示に定めるもののほか、端末機の利用に関し必要な

事項は、図書館長が別に定める。

附 則

この告示は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則

この告示は、平成２６年１１月１日から施行する。

附 則（令和６年教委要綱第２号）

この告示は、令和６年４月１日から施行する。

●和光市図書館サポーター制度実施要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、和光市図書館が実施する図書館事業において

市民ボランティアとして積極的に協力する和光市図書館サポータ

ー（以下「サポーター」という。）の登録、活動等に関し、必要

な事項を定めるものとする。

（登録対象）

第２条 サポーターとして登録できる者は、次に掲げる要件のいず

れにも該当するものとする。

（１） 市内に在住し、在勤し、又は在学する者であること。

（２） サポーターとして継続的に活動できること。

（３） 図書館事業に関心があること。

（登録手続）

第３条 サポーターとして登録しようとする者は、和光市図書館サ

ポーター登録申込書（様式第１号。次項において「申込書」とい

う。）を図書館長に提出しなければならない。

２ 図書館長は、申込書を受理した場合は、その内容を審査し、前

条各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申込書を提

出した者をサポーターとして登録するものとする。

３ 前項の規定による登録は、和光市図書館サポーター登録簿（様

式第２号）に、氏名、住所、電話番号その他必要な事項を記載し

てするものとする。

（活動内容）

第４条 サポーターは、次に掲げる活動を行う。

（１） 図書館事業の企画及び運営

（２） 除籍資料のリサイクルの準備及び受付

（３） 団体貸出業務の補助

（４） 書架整理

（５） 図書館資料のカバー掛け及び修理

（６） 図書館内の装飾及び美化

（７） 前各号に掲げるもののほか、図書館長が必要と認めた

活動

（活動時間等）

第５条 サポーターの活動時間は、原則として１日当たり６時間以

内とする。ただし、サポーターが了承したときは、６時間を超え

ることができる。

２ サポーターの活動場所は、和光市図書館、和光市公民館図書室

その他図書館長が必要と認めた場所とする。

３ サポーターの活動日時及び活動場所は、図書館長が指定する。

（秘密の保持）

第６条 サポーターは、第４条の活動を行ったことによって知り得

た秘密を他に漏らしてはならない。サポーターを退いた後も、同

様とする。

（活動支援）

第７条 図書館長は、サポーターの活動を支援するため、サポータ

ーとしての知識及び技能の向上に資する研修等を行うものとする。

２ サポーターは、前項の研修等に積極的に参加するものとする。

（登録の取消し）

第８条 図書館長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当する

ときは、その登録を取り消すものとする。

（１） サポーターが登録の取消しを申し出たとき。

（２） 第２条各号の要件に該当しなくなったとき。

（３） 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。

（４） サポーターとして不適切であると図書館長が認めたと

き。

（事務局）

第９条 サポーターに関する事務は、和光市図書館において処理す

る。

（委任）

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、図書館長

が別に定める。

附 則

この告示は、平成２６年１１月１日から施行する。

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館情報閲覧用端末機利用に関する要綱」
「和光市図書館サポーター制度実施要綱」
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●和光市図書館資料の寄贈等に関する要綱

平成２７年３月２６日

教委告示第４号

（趣旨）

第１条 この告示は、和光市図書館管理運営規則（平成４年教委規

則第２号。以下「規則」という。）第１９条に規定する図書館資

料の寄贈（以下「寄贈」という。）及び規則第２０条に規定する

図書館資料の寄託（以下「寄託」という。）に関し、必要な事項

を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において使用する用語は、規則において使用する

用語の例による。

（寄贈等の基準）

第３条 教育委員会が寄贈又は寄託（以下「寄贈等」という。）を

受ける資料は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

（１） 和光市図書館資料収集方針に適合しないもの

（２） 発行後１年を経過したもの（著作者が市在住者又は市

出身者であるもの、及び郷土資料、地方行政資料その他これ

らに類するものを除く。）

（３） 汚損、破損又は書き込み等により図書館資料としての

利用に堪えないもの

（４） 図書館が利用者の利用に供するのに必要な数を既に所

蔵しているもの

（５） 視聴覚資料（図書館資料として利用することが著作権

法（昭和４５年法律第４８号）に違反しないものを除く。）

（６） 教科書、各種試験参考書、新聞、カタログ、パンフレ

ット、ポスターその他これらに類するもの

（７） 全集の一部であるもの

（８） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が寄贈等を受

けることが適当でないと認めるもの

（寄贈等の申出等）

第４条 寄贈等をしようとする者は、寄贈（寄託）申出書（様式第

１号）に寄贈等をしようとする資料を添えて、教育委員会に申し

出るものとする。ただし、寄贈の場合で、寄贈をしようとする者

が希望するとき又は図書館に設置されている寄贈ボックス（資料

を投函することにより当該資料の寄贈を行うことができる箱をい

う。以下同じ。）を利用するときは、寄贈（寄託）申出書の提出

を省略することができる。

２ 教育委員会は、前項の規定による申出（以下「申出」とい

う。）があった場合（寄贈ボックスによる寄贈の場合を含む。）

は、当該申出に係る資料が前条に規定する寄贈等の基準（次項に

おいて「寄贈等基準」という。）に適合するかどうかを審査し、

適合すると認めたときは、当該資料の寄贈等を受けるものとす

る。

３ 教育委員会は、前項の規定による審査により寄贈等基準に適合

しないと認めた資料については、寄贈の場合にあっては、その取

扱いを教育委員会に一任されたものとみなし、当該資料の譲受け

を希望する利用者に無償で譲渡し、又は廃棄し、寄託の場合にあ

っては、当該資料の申出をした者に返還するものとする。

４ 教育委員会は、第２項の規定により資料の寄贈等を受けたとき

は、当該資料の申出をした者に寄贈資料等受領書（様式第２号）

を交付するものとする。ただし、寄贈ボックスによる寄贈の場合

は、この限りでない。

（寄贈資料等）

第５条 前条第２項の規定により寄贈を受けた資料は、いかなる場

合においてもこれを返還しない。

２ 教育委員会は、前条第２項の規定により寄託を受けた資料の当

該寄託の期間が終了したときは、速やかに返還するものとする。

（委任）

第６条 この告示に定めるもののほか、寄贈等に関し必要な事項

は、図書館長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。

（和光市図書館資料寄贈取り扱いに関する要綱の廃止）

２ 和光市図書館資料寄贈取り扱いに関する要綱（平成３年教委告

示）は、廃止する。

附 則（平成３１年教委告示第５号）

この告示は、公布の日から施行する。

●和光市図書館資料の賠償に関する要綱

平成２７年３月２６日

教委告示第６号

（趣旨）

第１条 この告示は、和光市図書館管理運営規則（平成４年教委規

則第２号。以下「規則」という。）第５条に規定する図書館資料

の賠償（以下「賠償」という。）について、必要な事項を定める

ものとする。

（定義）

第２条 この告示において使用する用語は、規則において使用す

る用語の例による。

（賠償の対象）

第３条 賠償の対象となる図書館資料は、紛失したもの及び別表

第１の左欄に掲げる図書館資料の種類の区分に応じ、同表の中

欄に掲げる毀損の状態のいずれかに該当するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、次のいずれかに該

当する図書館資料を賠償の対象としないことができる。

（１） 寄贈又は寄託されたもの

（２） 修復が容易かつ可能なもの（修復に過大な費用を要す

るものを除く。）

（３） 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が認めたもの

（賠償の方法等）

第４条 賠償の方法は、紛失し、又は毀損した図書館資料と同一

の資料（未使用のものに限る。）を図書館に提供することとす

る。ただし、紛失し、又は毀損した図書館資料が絶版その他こ

れに準ずる理由により一般に入手することが困難な場合その他

教育委員会が特に認めた場合は、同一の資料に相当すると教育

委員会が認めた代替品の提供又は金銭の納付により行うことが

できる。

２ 前項ただし書の金銭の額は、紛失し、又は毀損した図書館資

料の定価（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号）第２３条第４項の再販売価格（同

条第１項に規定する再販売価格をいう。）をいう。以下同

じ。）の額に別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄

に掲げる算出率を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とする。この場合におい

て、定価に含まれる消費税額については、第６条の規定による

届出があった日の税率を適用して計算する。

（紛失等の届出）

第５条 図書館資料を紛失し、又は毀損した者は、図書館資料

（紛失・毀損）届出書（様式第１号）により、速やかに教育委

員会に届け出なければならない。

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館資料の寄贈等に関する要綱」
「和光市図書館資料の賠償に関する要綱」
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（賠償の通知）

第６条 教育委員会は、前条の規定による届出があった場合は、そ

の内容を審査し、賠償の必要があると認めるときは、図書館資料

賠償通知書（様式第２号）により、当該届出を行った者に通知す

るものとする。

（受領書の交付）

第７条 教育委員会は、賠償を受けたときは、図書館資料賠償受領

書（様式第３号）を当該賠償を行った者に交付するものとする。

（館外利用の制限）

第８条 教育委員会は、第６条の規定による通知を受けた者が当該

通知で指定された期限までに賠償をしないときは、その賠償をす

るまでの間、規則第８条第６項（規則第１０条第２項の規定によ

り準用する場合を含む。）の規定により図書館資料の館外利用を

禁ずることができる。

（賠償の免除）

第９条 教育委員会は、図書館資料を紛失し、又は毀損した者が次

のいずれかに該当する場合は、賠償を免除することができる。

（１） 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により

図書館資料を紛失し、又は毀損した場合

（２） 盗難その他の事故等より図書館資料を紛失し、又は毀

損した場合

（３） 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要が

あると認めた場合

（委任）

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員

会が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行する。

（和光市図書館資料損害賠償に関する要綱の廃止）

２ 和光市図書館資料損害賠償に関する要綱（平成３年教委要綱）

は、廃止する。

附 則（平成３１年教委告示第５号）

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和６年教委告示第７号)

この告示は、令和６年４月１日から施行する。

附 則(令和６年教委告示第２３号)

この告示は、令和６年１２月１日から施行する。

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館資料の賠償に関する要綱」

別表第１（第３条関係）

別表第２（第４条関係）

備考 取得後年数は、図書館に図書館資料が納入、寄贈又は寄託された日から起算して計算する。

図書館資料の種類 毀損の状態 状態の説明

図書資料

水ぬれ・飲食物等の染み

(１) 水ぬれ等により、ページに歪み、又は波打ちが生じた場合

(２) お茶、コーヒーその他の飲食物により染みなどの汚れが生じた場合

(３) 飲食物やテープ、のり等の付着によりページが接着した場合、又は接

着を剥がしたことによりページが欠損した場合

(４) かびが発生した場合

資料の一部の汚損・破損・亡失
(１) 破れ、切り取り、ページの欠損等が生じた場合

(２) たばこ等による焦げ跡が残った場合

書き込み
(１) マジック、ボールペン、クレヨン、マーカー等消すことが困難な筆記

用具による書き込みがある場合

かみ跡 (１) かみ跡又はかみ傷が生じた場合

異物の挟み込み等 (１) 毛髪等衛生上問題のあるものが挟み込まれていた場合

その他 (１) その他、利用できない状態となった場合

視聴覚資料 再生機器で再生できない
(１) 傷等により、再生機器で再生できない状態になった場合

(２) 傷等により、再生の際に再生機器の故障が生じるおそれがある場合

区分 算出率

紛失し、又は毀損した図書館資料が絶版その他これに

準ずる理由により一般に入手することが困難な場合

取得後年数が１年未満のもの １．０００

取得後年数が１年以上２年未満のもの ０．５００

取得後年数が２年以上３年未満のもの ０．３３３

取得後年数が３年以上４年未満のもの ０．２５０

取得後年数が４年以上５年未満のもの ０．２００

取得後年数が５年以上のもの ０．１００

その他教育委員会が特に認めた場合 １．０００
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●和光市図書館利用困難者支援事業実施要綱

平成２７年３月２６日

教委告示第５号

（趣旨）

第１条 この告示は、心身の障害その他の事由により図書館資料の

利用が困難な者に対し、その利用を支援する和光市図書館利用困

難者支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。

（１） 市民等 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学す

る者をいう。

（２） デイジー デジタル方式の録音図書をいう。

（３） デイジー再生機等 デイジー専用の再生装置及びこれ

に附属する機器をいう。

２ 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語

は、和光市図書館管理運営規則（平成４年教委規則第２号）にお

いて使用する用語の例による。

（事業内容）

第３条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。

（１） 郵送貸出サービス（郵送による図書館資料の貸出しを

行うサービスをいう。）

（２） 対面朗読サービス（図書資料の対面朗読を行うサービ

スをいう。）

（３） デイジー再生機等利用サービス（デイジー再生機等の

館内利用及び貸出しを行うサービスをいう。）

（対象者）

第４条 事業の対象者は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、

当該各号に定める者とする。

（１） 郵送貸出サービス 市民等のうち、次のいずれかに該

当する者で、かつ、図書館に来館することが困難であると教

育委員会が認めた者

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１

５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けて

いる者

イ 埼玉県療育手帳制度要綱（平成１４年埼玉県告示第１

３６５号）第４条第２項の規定により療育手帳の交付を

受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１

項に規定する要介護認定において要介護１以上の認定を

受けている者

オ アからエまでに掲げる者に準ずるものとして教育委員

会が認めた者

（２） 対面朗読サービス 図書館に来館することができる市

民等のうち、次のいずれかに該当する者で、かつ、図書資料

を利用することが困難であると教育委員会が認めた者

ア 視覚に障害を有し、又は学習障害等を有している者

イ 上肢又は体幹に障害等を有している者

（３） デイジー再生機利用サービス 市民等のうち、前号ア

若しくはイのいずれかに該当する者又は当該サービスを利用

することが適当であると教育委員会が認めた者

（登録）

第５条 事業を利用しようとする者は、和光市図書館利用困難者

支援事業利用登録申請書（様式第１号）により、事業を利用す

ることができる者（以下「利用登録者」という。）としての登

録を教育委員会に申請しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その

内容を審査し、登録の可否を決定したときは、和光市図書館利

用困難者支援事業利用登録決定通知書（様式第２号）により、

当該申請を行った者に通知するものとする。

３ 教育委員会は、利用登録者について、その利用するサービス

等を記載した別に定める登録簿を作成するものとする。

（郵送貸出サービス）

第６条 利用登録者は、郵送貸出サービスを利用しようとするとき

は、電話、電子メール等により、氏名、住所、電話番号その他の

連絡先及び貸出しを希望する図書館資料の名称を図書館長に申し

出なければならない。

２ 同時に郵送貸出サービスを利用することができる図書館資料の

利用数量及び利用期間は、別表第１のとおりとする。

３ 郵送貸出サービスを利用して図書館資料の館外利用を受けた者

は、当該図書館資料を郵送により返却することができる。

４ 郵送貸出サービスにおける貸出し及び返却に係る郵送料は、市

が負担する。

（対面朗読サービス）

第７条 利用登録者は、対面朗読サービスを利用しようとするとき

は、対面朗読サービスの利用を希望する日（この項において「予

約日」という。）の２週間前の日までに電話、電子メール等によ

り、氏名、住所、電話番号その他の連絡先、予約日、希望する時

刻及び対面朗読を希望する図書資料の名称を図書館長に申し出な

ければならない。

２ 対面朗読サービスは、図書館の開館日の午前１０時から午後５

時までの間で、図書館の会議室において行うものとする。

３ 対面朗読サービスの１回当たりの利用時間は、原則として２時

間以内とする。

４ 対面朗読サービスの１人当たりの利用回数は、年１２回とす

る。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。

（デイジー再生機等利用サービス）

第８条 利用登録者は、デイジー再生機等利用サービスを利用し

ようとときは、図書利用券を提示してその旨を図書館長に申し

出なければならない。

２ 館内利用によるデイジー再生機等利用サービスの１人当たり

の利用回数は、日１回とし、１回に再生するデイジーの冊数

は、原則として１冊とする。

３ デイジー再生機等利用サービスにおける貸出期間は、３週間

以内とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。

（登録の取消し）

第９条 教育委員会は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当

するときは、その登録を取り消すものとする。

（１） 利用登録者が登録の取消しを申し出たとき。

（２） 第４条に規定する対象者の要件に該当しなくなったと

き。

（３） 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。

（４） 前３号に掲げるもののほか、利用登録者として不適切

であると教育委員会が認めたとき。

（委任）

第１０条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要

な事項は、図書館長が別に定める。

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館利用困難者支援事業実施要綱」59
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附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。

（和光市図書館視覚障害者サービス実施要綱及び和光市図書館

資料郵送貸出サービス実施要綱の廃止）

２ 次に掲げる告示は、廃止する。

（１） 和光市図書館視覚障害者サービス実施要綱（平成７年

教委告示）

（２） 和光市図書館資料郵送貸出サービス実施要綱（平成１

５年教委告示）

附 則（平成３１年教委告示第５号）

この告示は、公布の日から施行する。

別表第１（第６条関係）

図書館資料の種類 利用数量 利用期間

図書資料 ５冊以内

３週間以内
視聴覚資料

コンパクトディスク及びカセットテープ 合わせて５点以内

ビデオテープ及びデジタルビデオディスク 合わせて２点以内

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館利用困難者支援事業実施要綱」60
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●放送大学再視聴施設和光校の利用に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、和光市図書館が広く市民等に対して放送大学

から提供される学習教材を活用し生涯学習の振興を図ること及び

放送大学に在籍する学生に対して履修中の科目の学習場所を提供

することを目的として設置する放送大学再視聴施設和光校（以下

「施設」という。）の利用等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（場所）

第２条 施設は、和光市図書館内に設置する。

（利用者）

第３条 施設は、誰でも利用することができる。

（利用時間）

第４条 施設の利用時間は、和光市図書館管理運営規則（平成４年

教委規則第２号）第３条の規定による。

（利用方法）

第５条 施設の利用を希望する者は、利用申請書（様式第１号）に

必要事項を記入し和光市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）に申請しなければならない。ただし、和光市図書館図書利

用券又は放送大学学生証の保持者は、利用申請手続を省略するこ

とができる。

（利用制限）

第６条 利用者は、次に掲げる事項をしてはならない。

⑴ 映像機器等を故意に動作不良とすること。

⑵ デジタルビデオディスク等の資料を無断で施設外に持ち出

すこと。

⑶ 他の利用者の迷惑となるような行為をすること。

（その他）

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会

が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

●和光市図書館資料収集方針

制定 平成２６年１０月３１日

（趣旨）

第１条 この方針は、図書館資料（以下「資料」という。）の収集

及び除籍に関し、必要な事項を定めるものとする。

（基本理念）

第２条 和光市図書館（以下「図書館」という。）は、資料の収集

及び除籍について、「図書館の自由に関する宣言（昭和２９年日

本図書館協会採択）」、「図書館の設置及び運営上の望ましい基

準（平成２４年文部科学省告示第１７２号）」及び「和光市図書

館サービス計画（平成２５年３月策定）」をその基本理念とする。

（収集の基本方針）

第３条 図書館は、次に掲げる基本方針に基づき、資料を収集する

ものとする。

⑴ 対立する意見のある社会問題その他多様な意見のある問題

については、それぞれの意見に係る資料を幅広く収集するも

のとする。

⑵ 著者の思想、信教又は政治的立場を理由に、その著作を資

料の対象から排除しないものとする。

⑶ 個人、組織又は団体からの圧力、干渉等を理由に、資料の

選択の自由を放棄しないものとする。

⑷ 図書館等の職員の個人的な関心、嗜好等により、資料を選

択しないものとする。

２ 図書館は、市民の教養、調査研究、レクリエーション等に資す

る資料を収集するとともに、所有する資料の新陳代謝に努め、常

に新鮮で魅力のある蔵書構成を維持し、資料の適正化を図るもの

とする。

３ 前２項及び次条の規定は、寄贈資料の受入れについても準用す

る。

（各資料の収集方針）

第４条 図書館は、次の各号に掲げる資料の区分に応じ、当該各号

に定める方針により、当該資料を収集する。

⑴ 一般書

ア 基本となる資料の充実及びバランスのとれた収集に努

め、課題の解決に資する資料を選択するものとする。

イ 蔵書構成、地域性、利用者のニーズを考慮して、資料

を選定し、収集するものとする。

ウ 資料の複本は、現在の利用者の要求と将来の利用頻度

を考慮し、その数を決定するものとする。

⑵ 児童書

ア 児童が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続

に寄与する資料を収集するものとする。

イ 各分野の調べ学習に役立つ資料を収集し、資料の内容

の更新を図るため、適宜買い換えるものとする。

ウ 世代を越えて読み継がれている資料の収集に努めるも

のとする。

⑶ 参考図書 社会情勢の変化等に対応した資料の収集に努

め、資料の刊行年に留意するものとする。

⑷ 青少年資料

ア 青少年（中学生及び高校生を中心とした１３歳から２

０歳までの者をいう。イにおいて同じ。）が楽しむこと

ができ、かつ、成長の糧となるような資料を幅広く収集

するものとする。

イ 進路、就職、学校等の青少年が将来を考える参考とな

る資料を収集するものとする。

⑸ 地域資料

ア 和光市に関する資料は、あらゆる分野にわたり収集す

るものとする。

イ 埼玉県及び近隣市町村に関する資料は、基本的なもの

及び和光市に関係が深いものを中心に収集するものとす

る。

ウ 著作者が和光市の出身者、在住者、団体等の資料及び

当該著作者の記述がある資料を収集するものとする。

エ 和光市に関する逐次刊行物を収集するものとする。

⑹ 外国語資料 利用頻度の高い資料を中心に、市内に在住す

る外国人の母国語で書かれた資料を継続的に収集するものと

する。

⑺ コミック 原則として既に完結している作品で評価の定ま

っているもの、又は世代を越えて読み継がれている資料を収

集するものとする。

⑻ 逐次刊行物

ア 先進的、かつ、幅広い情報を利用者に提供できるもの

を収集するものとする。

イ 新聞は、国内で発行される主要な全国紙（児童・青少

年向けのものを含む。）を中心に収集するものとする。

地方紙、専門紙、機関紙又は外国語新聞は、利用頻度、

必要度等を考慮し、収集するものとする。

ウ 雑誌は、国内で発行される各分野の基本的な雑誌を中

心に収集するものとする。地方誌、児童・青少年向け雑

誌、外国語雑誌は、利用頻度、必要度等を考慮し、収集

するものとする。

⑸ 条例・規則・要綱等 「放送大学再視聴施設和光校の利用に関する要綱」
「和光市図書館資料収集方針」

61
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⑼ 視聴覚資料

ア 蔵書構成、地域性、利用者のニーズを考慮して、資料

を選定し、収集するものとする。

イ 国内で販売されているＣＤ、ＤＶＤ等を中心に収集す

るものとする。

⑽ 電子出版資料 調査研究に資するオンラインデータベース

等の資料の収集に努めるものとする。

⑾ 障がい者サービス用資料 障がい者の利用に供する、録音

資料、点字資料、大活字本その他適切な形態の資料を収集す

るものとする。

⑿ 前各号に掲げる資料のほか、図書館長が必要と認めた資料

図書館長が資料として適当と認めたものを収集する。

２ 収集する資料は、図書館の担当職員で構成される会議において

選定し、図書館長が決定する。

（資料の除籍の方針）

第５条 図書館は、次の各号に掲げる資料の区分に応じ、当該各号

に定める状態にある資料を除籍する。

⑴ 汚損・破損資料 汚破損が著しく、補修が困難なもの

⑵ 不用資料

ア 時間的経過や社会情勢の変化により、資料としての価

値が低下し、他に代わる資料があるもの

イ 改版、増補版等により、記載された内容、数値等が古

くなったもの

ウ 新聞及び雑誌のうち発売後１年以上経過したもの

エ ア、イ及びウに掲げるもののほか、出版事情、蔵書構

成、利用者のニーズ及び資料の保存価値等を総合的に判

断し、図書館長が不用と認めたもの

⑶ 亡失資料

ア 蔵書点検等において所在の不明が確認された後、一定

期間が経過したもの

イ 盗難、災害、事故その他やむを得ない理由により、回

収が見込めないもの

ウ 利用者が資料を紛失し、同一の資料による弁償ができ

ないもの

エ 利用者が館外利用をしている資料で、利用期間の経過

後、当該利用者に対し返納の督促等を行っても、なお、

返納の見込みがないもの

⑷ 前３号に掲げる資料のほか、図書館長が不用と認めた資料

図書館長が資料として不用と認めたもの

２ 除籍する資料は、図書館の担当職員で構成される会議において

選定し、図書館長が決定する。

３ 除籍する資料の処分は、前項の規定による決定を経て行わなけ

ればならない。

４ 前項の処分の方法は、原則としてリサイクル資料として活用す

ることとし、リサイクル資料として活用することが困難なものに

限り、廃棄とする。

５ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる資料は、原則として除

籍しない。

⑴ 地域資料（ただし複本は除く。）

⑵ 限定版等の貴重な資料

⑶ 県その他地方公共団体との協議により、和光市が保存する

こととなった資料

⑷ 前３号に掲げる資料のほか、図書館長が保存すべき資料と

して認めたもの

附 則

この方針は、平成２６年１１月１日から施行する。

●和光市図書館地域資料収集方針

（趣旨）

第１条 この方針は、和光市図書館資料収集方針が定める資料のう

ち、地域資料の収集及び保存に関し、必要な事項を定めるものと

する。

（定義）

第２条 和光市図書館では、地域で発生するあらゆる資料を「地域

資料」として扱うものとする。

（収集範囲）

第３条 図書館は、次に掲げる資料について積極的に収集するもの

とする。

⑴ 和光市に関する内容の資料

⑵ 埼玉県及び近隣市町村に関する資料で基本的なもの及び和

光市に関係が深い資料

⑶ 著作者が和光市の出身者、在住者、団体等の資料及び当該

著作者の記述がある資料

⑷ 和光市に関する逐次刊行物

（収集対象）

第４条 収集する資料は、刊行物を主とし、必要に応じて録音資料、

映像資料、電子資料等を収集するものとする。

（収集方法）

第５条 図書館は、次に掲げる方法により資料を収集するものとす

る。

⑴ 市販される資料は極力購入に努めるものとする。

⑵ 和光市の行政機関・教育機関が発行した資料は、各機関に

対し発行後速やかに寄贈を依頼するものとする。また図書館

としても積極的に収集に努めるものとする。

⑶ 市民及び団体からの寄贈資料についても積極的に収集する

ものとする。

⑷ 収集できない資料は著作権法等に配慮した上で、可能であ

れば複写により収集するものとする。

（収集部数）

第６条 和光市の発行物は３部以上収集するものとする。

（貸出用資料と館内用資料の扱い）

第７条 図書館は、貸出できる資料を増やすよう努めるものとする。

２ 本館においては館内用資料を充実させ、詳細な調査への対応を

行うものとする。

（保存）

第８条 和光市に関する資料は複本を除き、原則として除籍しない

ものとする。

附 則

この方針は、平成２９年４月１日から施行する。

⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館資料収集方針」「和光市図書館地域資料収集方針」62
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●和光市図書館雑誌スポンサー事業実施要綱

平成２８年３月２４日

教委告示第１号

（趣旨）

第１条 この告示は、和光市図書館サービス計画に掲げる「みんな

で育てる身近な図書館」の実現を図るため、市民と和光市図書館

との協働の一環として、市内の民間企業等が和光市図書館に雑誌

を提供する和光市図書館雑誌スポンサー事業（以下「事業」とい

う。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において使用する用語は、和光市図書館管理運営

規則（平成４年教委規則第２号）において使用する用語の例によ

る。

（雑誌スポンサーの要件）

第３条 雑誌スポンサー（雑誌の購入費用を負担し、和光市図書館

に当該雑誌を提供する者をいう。以下同じ。）は、市内の民間企

業等で、和光市広告掲載要綱（平成１９年告示第２５号）に基づ

く和光市広告掲載基準（以下「広告掲載基準」という。）第２条

に規定する規制業種及び事業者に該当する者以外の者とする。

（雑誌の要件）

第４条 事業により雑誌スポンサーが提供することができる雑誌は、

和光市図書館が現に図書館資料として収集しているものに限るも

のとする。

（広告の掲載）

第５条 雑誌スポンサーは、自らが提供した雑誌（最新号に限る。）

に付されるカバーに広告を掲載することができる。

２ 前項の広告（以下「雑誌広告」という。）は、雑誌スポンサー

の名称及び事業内容を記載した広告物をカバーに掲出して行うも

のとする。ただし、広告掲載基準第３条に規定する掲載基準に該

当するものは、雑誌広告として掲載しない。

３ 雑誌広告による広告物は、当該雑誌広告を掲出するカバーに設

置することができる大きさとし、当該雑誌の利用の妨げとならな

いものでなければならない。

（申請等）

第６条 雑誌スポンサーとなることを希望する者は、和光市図書館

雑誌スポンサー申請書（様式第１号）により教育委員会に申請し

なければならない。この場合において、前条第１項の規定により

雑誌広告を掲載しようとする者は、広告物の案を添付しなければ

ならない。

２ 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内

容を審査し、雑誌スポンサーとしての可否を決定したときは、和

光市図書館雑誌スポンサー承認（不承認）通知書（様式第２号）

により、当該申請を行った者に通知するものとする。

（広告物の作成等）

第７条 雑誌広告による広告物は、雑誌スポンサーが作成し、和光

市図書館長（以下「図書館長」という。）が指定する日までに和

光市図書館に提出しなければならない。

（雑誌広告の変更）

第８条 雑誌スポンサーは、雑誌広告の内容を変更する場合は、変

更を希望する日の１月前までに教育委員会の承認を受けなければ

ならない。

２ 第６条の規定は、雑誌広告の内容の変更について準用する。

（購入費用の支払）

第９条 雑誌スポンサーは、図書館長が指定する雑誌の納入業者に

図書館長が指定する日までに当該雑誌の購入費用を支払わなけれ

ばならない。この場合において、当該支払に要する費用は、雑誌

スポンサーの負担とする。

（終了の届出）

第１０条 雑誌スポンサーを終了しようとする場合は、終了を希望

する日の２月前までに和光市図書館雑誌スポンサー終了届出書

（様式第３号）により教育委員会に届け出なければならない。

（提供雑誌）

第１１条 事業により提供を受けた雑誌は、いかなる場合において

もこれを返還しない。

（掲載の停止）

第１２条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、

雑誌広告の掲載を停止するものとする。

（１） 雑誌スポンサーがこの告示に違反したとき。

（２） 前号に掲げるもののほか、雑誌広告を掲載することが

不適切であると教育委員会が認めたとき。

（委任）

第１３条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な

事項は、図書館長が別に定める。

附 則

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。

63 ⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館雑誌スポンサー事業実施要綱」
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●和光市図書館有料宅配サービス実施要綱

令和３年２月２５日

教委告示第３号

（趣旨）

第１条 この要綱は、和光市図書館（以下「図書館」という。）

が所蔵する資料（以下「図書館資料」という。）を利用する方

法及び機会を拡充することにより、もって市民の利便性の向上

を図るため、郵送その他の宅配の方法（以下「宅配等」とい

う。）により当該図書館資料の貸出しを行うサービス（以下

「有料宅配サービス」という。）の実施に関し、必要な事項を

定めるものとする。

（対象者）

第２条 有料宅配サービスを利用することができる者（以下「対

象者」という。）は、特別の定めがある場合を除くほか、和光

市図書館管理運営規則（平成４年教委規則第２号。以下「規

則」という。）第６条第２項に規定する個人利用者のうち、市

内に居住し、又は通勤若しくは通学する者とする。

２ 有料宅配サービスを利用しようとする対象者が１８歳未満の

者である場合は、当該者の保護者が有料宅配サービスの利用の

申請を代行することができる。

（宅配資料）

第３条 対象者が有料宅配サービスにより貸出を受けることがで

きる資料（以下「宅配資料」という。）は、図書館資料のう

ち、次に掲げるものを除くものとする。

⑴ 大型本

⑵ 紙芝居

⑶ 布絵本

⑷ デイジー図書

⑸ 禁帯出図書

⑹ 前各号に掲げるもののほか、図書館長が必要と認めるもの

（貸出点数）

第４条 宅配資料の数量は１０点以内とし、当該宅配資料のうち

視聴覚資料の数量は２点以内とする。

２ 前項に規定する数量は、規則第９条に規定する図書館資料の

数量に含むものとする。（貸出期間）

第５条 宅配資料の貸出を受けることができる期間（以下「貸出

期間」という。）は、２１日以内（図書館が宅配資料を発送す

る日及び対象者が当該宅配資料を返却するために発送する日を

含む）とする。

（利用手続）

第６条 対象者は、有料宅配サービスを利用しようとするとき

は、その都度、有料宅配サービス申込書（様式第１号）を教育

委員会に提出しなければならない。

２ 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合

は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宅配資料を対象

者に発送するものとする。

３ 前項に規定する発送の宛先は、規則第８条第１項に規定する

図書館資料利用申請書により同条第２項の個人利用者に登録さ

れた対象者の住所とする。

４ 第２項に規定する発送は、郵送によるものとする。

（宅配資料の返却）

第７条 宅配資料の貸出を受けた対象者（以下「宅配利用者」と

いう。）は、図書館に当該宅配資料を返却する場合は、宅配等

のほか、図書館の窓口、ブックポスト等により返却するものと

する。

（費用負担）

第８条 宅配利用者は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める費用を負担し、宅配等を行う事業者に支払うものとす

る。

⑴ 第６条第１項の申請書を提出した場合 第６条第４項に規

定する郵送に要する一切の運賃、料金、手数料

⑵ 宅配等により返却を行う場合 当該宅配等に要する一切の

運賃、料金、手数料その他の費用

２ 前項の規定にかかわらず、第６条第１項の申請書を提出した

対象者は、第６条第２項で図書館が発送した宅配資料を収受す

ることができず、当該宅配資料を発送した事業者が当該宅配資

料を図書館に返送した場合は、当該宅配資料の発送及び返送に

係る一切の費用を図書館に支払わなければならない。

（委任）

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会

が別に定める。

附 則

この告示は、令和３月４月１日から施行する。

附 則（令和６年教委告示第７号）

この告示は、令和６月４月１日から施行する。

64 ⑸ 条例・規則・要綱等 「和光市図書館有料宅配サービス実施要綱」



巻 末 資 料
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開館時間と休館日 

和光市図書館（本館） 

開 館時 間 平日 午前 9:30～午後 8:00  土・日・祝日 午前 9:30～午後 6:00 

休 館 日 ・館内整理日（第 2木曜日、第 4木曜日） 

※ただし、休館日が祝日に当たった場合は開館し、翌日が休館となります。 

また、12月の第 4木曜日・1 月の第 2木曜日は除きます。 

・特別図書整理期間 

・年末年始（12月 28 日から 1月 4 日）  

和光市図書館下新倉分館 

開 館時 間 毎日 午前 9:30～午後 6:00 

休 館 日 ・毎週月曜日 

・館内整理日（第 4木曜日） 

※ただし、休館日が祝日に当たった場合は開館し、翌日が休館となります。 

また、12月の館内整理日は除きます。 

・特別図書整理期間 

・年末年始（12月 28 日から 1月 4 日）  

公民館図書室（中央公民館・坂下公民館・南公民館） 

開 室時 間 平日 午前 9:00～午後 5:00 

土  午後 1:00～午後 5:00   

※予約資料の受取と返却は、毎日午前 9:00～午後 9:00。 

 ただし、予約確保の連絡があった日の受取は午後 1:00 から、 

また、受取期間最終日の受取時間は午後 5:00 までとなります。 

★利用者登録・予約については、図書館職員のいる下記時間に限ります。 

 火・土 午後 1:00～午後 5:00 

休 館 日 ・特別図書整理期間 

・年末年始（12月 29 日から 1月 3 日）  

 

はじめて資料を借りるには（利用登録）                                                 

資料を借りるには、図書利用券が必要です。 

●利用できる方 

・和光市にお住まいの方、または通勤・通学している方 

・朝霞市・志木市・新座市・戸田市・板橋区・練馬区にお住まいの方 

●図書利用券申請手続き 

「図書館資料利用申込書」に必要事項を記入し、 住所・氏名が確認できるもの（マイナンバーカード・免許証・

保険証・通勤や通学の証明書など）をご提示ください。中学生以下の方も住所確認が必要です。 

●図書利用券の紛失・登録情報の変更 

利用券を紛失したり、登録情報（住所、氏名、電話番号）に変更があった場合は、速やかにお知らせください。 

※変更後の住所・氏名が確認できるもの（免許証・保険証・通勤や通学の証明書など）をご提示ください。 

 

○C 和光市 

○C 和光市 
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貸出について 

借りたい資料（図書･雑誌・紙芝居・CD など）と図書利用券をカウンターへお持ちください。 

 

 

 

 

 

※貸出期間内で次に予約がない場合に限り、お申し出いただいた日から 2 週間延長できます。ご希望の場合

は、図書館までお電話ください（本館 Tel：048-463-8723／分館 Tel：048-452-6011)。インターネットの利用者

画面からも延長できます。延長は１回のみ可能です。 

※15日以上の延滞資料がある場合、または弁償本の処理が済んでいない場合、貸出・予約ができませんので、 

ご注意ください。 
 

返却について 

返却の時は図書利用券は不要です。資料だけを図書館・図書室の返却カウンター、又はブックポスト

にお戻しください。※大型紙芝居・布絵本・大型絵本・他館からの取寄資料は、直接カウンターへ返却してください。 
 

予約・リクエストについて 

資料が貸出中の場合は、次の方法で予約することができます。返却されたときに、メール又は電話で

ご連絡します。 

●「予約・リクエスト申込用紙」で予約する                                             

 「予約・リクエスト申込用紙」に必要事項を記入してカウンターへお出しください。 

●館内の利用者用検索端末（OPAC）から予約する 

●インターネットで予約する 

図書館で所蔵している資料に限り、パソコン・携帯電話・スマートフォン用の 

WEB サイトから予約ができます。インターネット予約は、本、雑誌、CD、DVD など 

合わせて 5 点まで（1 日あたり）可能です。 

※インターネット予約をはじめて利用する際には、仮パスワードを発行する必要があります。事前にカウンター

で申込みを行ってください。その際、図書利用券と、住所･氏名が確認できるものが必要です。  

◎読みたい本が和光市図書館で所蔵していないときはリクエストができます 

「予約・リクエスト申込用紙」に記入し、カウンターへお出しいただくか、またはメールアドレスをお持ちの方

は和光市図書館ホームページのトップ画面から【利用者メニュー＞未所蔵資料のリクエスト】に必要事項を記

入し、専用フォームから送信してください。購入、又は県内の他の図書館から取寄せますので、日数がかかる

ことがあります。特に新刊の場合は取寄せに数ヶ月かかる場合がありますので、ご了承ください。 

リクエストを受信すると、ご用意するための準備を開始します。やむを得ずリクエストを取り消す場合は、開

館時間内に図書館本館までご連絡ください。 

なお、国立国会図書館から取寄せた資料については、本館で取り寄せた資料は本館内で、下新倉分館で

取寄せた資料については下新倉分館内での閲覧のみとなり、館内で複写もできません。 

 

 

資料種別 貸出数 貸出期間 

図  書 

（最新号を除く雑誌、紙芝居、布絵本を含む） 
15 点 

2 週間※ 

CD・カセットテープ・DVD・ビデオテープ 3 点 

 

予約・リクエストの上限： 図書・雑誌・視聴覚資料合わせて 1 人 20 点（内、視聴覚資料は 3 点まで） 

取り置き期間： 資料が確保できてから休館日を除く 7 日間（取置期間を過ぎると予約が取り消しになります） 
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取り置きについて 

図書館の棚にあるご希望の本を 1 人 3 冊まで電話で取り置きします。取り置き期間は、本を確保して 

から休館日を除く 7 日間です。取り置き期間を過ぎた本は、キャンセル扱いとなりますので、ご注意くだ

さい。 

※本の破損や不明などの理由で本が準備できない場合もあります。その場合は電話でご連絡いたします。 

ご了承ください。  

 

資料を探すとき、調べものがあるとき 

●資料は、図書館ホームページや館内に設置してある利用者用検索端末（OPAC）で検索

することができます。 

●資料は、背表紙に貼ってあるシール番号（請求記号）順に並んでいます。 

●職員が、学習、研究、調査などに必要な情報や資料を探したり、資料を紹介するなど、

皆さんのお手伝いをします。お気軽にお声がけください。館内ではレファレンスカウンター

で受け付けていますが、メールでも受け付けています。 

 

館内サービス 

各館で利用できるサービスは以下のとおりです。 

★のサービスをご利用の際は、利用券をカウンターにお出しください。利用券をお持ちでない方は、 

申請用紙をご記入いただきます。 

本
館 

分
館 

公
民
館 

図
書
室 

サービス 内     容 

○ ○ × コピー 

当館の資料について、著作権法の範囲内で 1 枚 10 円（白黒

のみ）で複写ができます（当日の新聞・雑誌の最新号を除

く）。 

※持ち込んだ資料やノートの複写はできませんので、ご注意ください。 

○ ○ × インターネット（★） 

お一人 30 分までご利用いただけます。 

次にお待ちの方がいない場合のみ、さらに 30 分の延長が可

能です。（お一人 1 日 60 分までです。）※サイト指定あり 

○ × × 

「ヨミダス」新聞記事 

オンライン･データベース（★） 

 

 

明治 7 年（1874 年）の創刊号から最新号まで 1,500 万件以

上の読売新聞記事が検索・閲覧できるオンライン・データベ

ースです。 

印刷は 1 枚 10 円（白黒のみ）です。 

〇 〇 

×
 

法情報総合 

データベース（★） 

第一法規が提供する「現行法規」「判例体系」の各データベ

ースを融合した総合検索データベースです。 

「現行法規」は、現在有効な条文のほか、未施行条文や過

去のある時点での条文を、法令名や条文中の語句で検索・

閲覧できます。 

「判例体系」は、公刊・民刊の判例誌に掲載された判例や独

自入手判例を様々な条件で検索し、詳細を閲覧できます。 

印刷は 1 枚 10 円（白黒のみ）で、本館のみで可能です。 

○C 和光市 
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その他のサービス 

● 図書館事業（読み聞かせ、わらべうた、市民図書館講座等の実施）    

● 団体貸出（市内小・中学校、各施設への貸出）      

● 障害者サービス （郵送貸出・対面朗読・デイジー再生機等の利用・貸出） 

● 閲覧席での持ち込みパソコンの利用(優先席にパソコン専用のコンセントを設置） 
● 有料宅配サービス（10 点以内（うち視聴覚資料は 2 点以内）を着払いでお届け） 
 
 

本
館 

分
館 

公
民
館 

図
書
室 

サービス 内     容 

○ × × 官報情報検索サービス 

「官報情報検索サービス」は、昭和 22 年 5 月 3 日から直近

までの官報の内容を、日付やキーワードを指定して検索・閲

覧できるサービスです。 

印刷は 1 枚 10 円（白黒のみ）です。 

○ 〇 × 

国立国会図書館 

「デジタル化資料 

送信サービス」（★）

国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理

由で入手が困難な資料を閲覧・複写できるサービスです。 

※複写サービスのご利用は、別途申請書のご記入が必要にな

ります。複写は職員が行います。1 枚 10 円（白黒のみ）です。 

※図書利用券をお持ちの方のみ、利用することができます。 

○ ○ × 

ジ ャ パ ン ナ レ ッ ジ Lib

（★） 
約 70 種類の辞事典、叢書、雑誌が検索できる国内最大級

の辞書・事典サイトです。 

○ × × 視聴覚コーナー（★） 

当館の視聴覚資料が視聴できます。 

・DVDは、1 日に 1 回おひとり 1 点まで。 

・C Dは、1 日に 1 回おひとり 3 点まで。1 時間以内。 

○ ○ × 

ナクソス・ミュージック・ 

ライブラリー 

利用申請をされた方に ID・パスワードを発行し、ご自宅のイ

ンターネットに接続したパソコンで、音楽配信サービス「ナク

ソス・ミュージック・ライブラリー」（クラシックを中心とした 270

万曲以上の楽曲が再生できる音楽データベース）をご利用

いただけます。 

※図書利用券をお持ちの方のみ、利用することができます。 

○ × × 
放送大学再視聴施設 

和光校（★） 

放送大学は、テレビ・ラジオで学ぶ正規の通信制大学です。

放送大学の講義 CD・DVD が無料で視聴できます。 

設置科目については、図書館ホームページをご覧ください。 
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図書館の基本情報 

 

  

 

 

和光市図書館（本館） 
住所：和光市本町 31-1 

T E L： 

F A X 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

和光市駅南口から 7 分 

和光市駅南口から【和光市内循環バス（赤池コ

ース又は越後山コース又は向山・牛房コース）】

で「和光市図書館前」下車 

和光市図書館下新倉分館 

住所：和光市下新倉 5-21-1 
（下新倉小学校内） 

T E L 
F A X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和光市駅北口から 35 分 

和光市駅北口 から【東武バス／和光高校循環 
（和 03 ）】で「神明道下」下車 

和光市駅北口から【和光市内循環バス（坂下・

新倉コース）】で「下里」下車 

坂下公民館図書室 
住所：和光市新倉 3-4-18 
T E L：048-464-5230 
F A X：048-461-3429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和光市駅北口から 17 分 

和光市駅北口から【東武バス／ 
和光高校循環（和 03）】で「新倉坂 

下 」 下 車 

和光市駅南口から【和光市内循環 

バス（坂下・新倉コース）】で「和光

市坂下公民館」下車 

南公民館図書室 
住所：和光市南 2-3-1 
T E L：048-463-7621 
F A X：048-461-1257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和光市駅南口から 25 分 

和光市駅南口から【東武バス／

成増駅南口行（和 06）又は埼玉病

院行（和 09）】で「南公民館」下車 
 

和光市駅南口から【和光市内循環

バス（越後山コース）】で「和光市南

公民館」下車 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  和光市駅南口から 10 分 

和光市駅南口から【和光市内循環 

バス（向山・牛房コース）】で「和光

市中央公民館」下車 
 
 
 

図書館ホームページ：https://www.wakolib.jp 

：048-463-8723 

：048-463-8682 

 

：048-452-6011 
：048-452-6012 ○C 和光市 ○C 和光市 

 
新倉小学校 

東武東上線 至池袋 和光市駅 
南口バス停 

 
神明道下バス停 

下里バス停 

北口バス停 

寿司屋 

ｺﾝﾋﾞﾆ

和光高校

うどん屋 

ｽｰﾊﾟｰ 

  新倉郵便局

省略 

ｺﾝﾋﾞﾆ 

 

 
 
 

 和光病院

ｺﾝﾋﾞﾆ 

至川越 

東武東上線 至池袋 至川越 
和光市駅 

  

 

図書館前 
バス停 和光市郵便局 

バス停

 
南口バス停 

ー

東
京
外
環
自
動
車
道 

 

北口バス停 

東武東上線 至池袋 
和光市駅 

至川越 

坂下公民館図書室 

坂下公民館バス停 
（市内循環） 

新倉坂下バス停 
（東武） 

 

 

  
  

 
 

南公民館図書室 

  

 

南公民館バス停 
（市内循環） 

 

  

南口バス停  

 

南公民館バス停 
（東武） 

 

東
京
外
環
自
動
車
道 

東武東上線 
至池袋 至川越 和光市駅 

 

南口バス停 

中央公民館
バス停

東
京
外
環
自
動
車
道 

中央公民館図書室 

東武東上線 至池袋 至川越 
和光市駅 

 
  

中央公民館図書室 

住所：和光市中央 1-7-27 
T E L：048-464-1123 
F A X：048-464-0560 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

次の施設に設置してありますので、ご利用ください 

ブックポストのご案内 

○C 和光市 



 

 

 

        

＜和光市内ブックポスト設置場所＞ 
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つ ち た そ　　せ す し 6

む め も も や 9

教科書（中学） 教科書（小学） 文学 新0～8
新0～8

ま ま　ほ ほ　へ ふ ひ は 8

新聞縮刷版 科学道100 ミヤカワ
ミステリ 新9 新9 つ　て と な

総記 哲学 日本法規　百科事典　地図 など 中国の文学 東洋の文学 英米文学 外国の小説・随筆 11

カウンター
自然科学 社会科学

新0～8
日本の古典・文学 複数作家 わ れ り よ よ　　ゆ 10

技術・工学 産業 芸術・美術 言語 み む

新0～8 ・・・ 新書の９分類以外 あ か さ た な　　は 13

世界文学全集 ロシア文学 イタリア文学 スペイン文学 フランス文学 ドイツ文学 外国の小説・随筆 12

日本史 歴史 仏教・キリスト教 16 プリンター コピー機
除 ・・・ 図書除菌機

図書館 図書館学 ジャーナリズム 叢書 哲学 心理学 倫理学 15
新９ ・・・ 新書の９分類
　　　　　　（9分類＝小説・物語） 外　国　の 文　学 わ　ら や　ま は 14

18 セ Ｐ Ｐイ ・・・ インターネット閲覧 視 イ
外国の歴史 伝記 日本人の伝記 外国人の伝記 地理・紀行 17 記載台

セ ・・・ セルフ貸出機

教育学・教育政策 社会福祉 高齢者 女性・家族 社会学 20 CD拡 ・・・ 拡大読書機
議会・行政 地方自治 国際問題 法律 経済 経営 19

視 ・・・ ＤＶＤ視聴 視 イ
政治 社会評論 社会・文化事情 外国の地理 日本の地理

公害・地球環境 技術・工学 生物（動植物） 気象 宇宙科学 22
拡

幼・小中高等教育 社会教育 衣食住 年中行事 伝説・民話 国防・軍事 自然科学 21

芸術 通信 鉄道 畜産　水産　商業 農業・園芸 24
学 ・・・ 学年別おすすめ本

運輸・自動車工学 電気工学 製造・工業 洋裁 手芸 料理 23

郷
絵画・書道・写真 工芸 音楽 演劇 映画 25 ビジネス

雑誌テ ・・・ テーマ展示

言語 囲碁・将棋 武道 茶道・花道 アウトドア・釣り スポーツ 26
DVD読 ・・・ 読み聞かせおすすめ本

洋に の は　　ひ ふ ほ ま　　み

岩ジ ・・・ 岩波ジュニア新書 Ｐ
調べるための本 日本のものがたり(わ) 日本のものがたり(み) 子 育 て 支 援 読

マ ・・・ マンガ 医学 医療 健康情報 闘病記 大型本(下段） 27 学
Ｙ新雑 ・・・ YAの新着本、雑誌

岩ジ 岩ジ
き　　く こ さ し

Ｐ ・・・ 図書検索用パソコン
子

育

て

雑

誌

マ
児

童

新

聞

子育て
雑誌

な な　　と て た す
洋 ・・・ 洋書

Y

新

雑

マ

閲
　
覧
　
席

空調機械室み
ず
い
ろ

り

新 ・・・ 新しく入った本 子育て
雑誌

か か お え　　う い あ テ

新

テ

布 ・・・ 布のえほん 劇（げき） 工作　音楽 美術（びじゅつ） 産業（さんぎょう） 　　●ＹＡコーナー●
スポーツ あそび 日本の 文字 ことば　　詩 日本のものがたり(あ)

り ・・・ りんごの棚（点字等の資料）
岩ジ

法律(ほうりつ) しごと ぎょうじ・ことわざ

生物（せいぶつ） りか

ベ ・・・ ベビーベッド 生物（せいぶつ） からだ 工業（こうぎょう） 家庭（かてい）

図内記号など解説

ベ

えほんのいろ

冷水機

布絵本 絵本 絵本
ちゃ

きいろ みどり

あか おれんじ

給湯室

日本のちり 外国人の伝記 日本のれきし・伝記（でんき） ひゃっかじてん
外国のちり しゃかい 政治（せいじ）

おすすめ
えほん

とうめい

あお

ぴんく

みず

いろ



え
ほ
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ろ
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11 12

カ
ウ
ン
タ
ー
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20
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17

16
15

14
13

12
11
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7
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学
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図
書
室

会
議
室

日 本 の よ み も の 　

利
用
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用

ﾊ
ﾟｿ
ｺ
ﾝ

記
載
台

展
示

コ
ー
ナ
ー

O
P
A
C

図
書
館

入
口

文
庫
・
新
書

文
庫
・
新
書

和
光
の

郷
土

和
光
で

活
躍

多
文
化

ｺ
ｰ
ﾅ
ｰ

展 示 コ ー ナ ー
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

雑
誌

ソ
フ
ァ

新
聞

旅 行 ／ 地 理

料 理 ／ 手 芸 ／ 裁 縫

日 本 の 詩 歌 ／ 日 本 の 文 学 研 究

日 本 の 小 説 ・ 随 筆

閲
覧
席

閲
覧
席

閲
覧
席

和
光
市
図
書
館

下
新
倉
分
館

館
内
案
内
図

（
令
和
７
年
６
月
現
在
）

女
子

ト
イ
レ

男
子

ト
イ
レ

閉
架
書
庫

事
務
室

多
目
的

ト
イ
レ

新 聞

( 当 月 分 ）

大 活 字 本

ブ
ラ
ウ
ジ
ン
グ

コ
ー
ナ
ー

芸 能 ／ 娯 楽

ス ポ ー ツ ／ 言 語

医 療 ・ 健 康 ・ 闘 病 記

雑 誌
雑 誌

参 考 図 書 ・ 辞 書

く
つ
ぬ
ぎ

ス
ペ
ー
ス

大 型 絵 本

歴 史 ／ 伝 記 ／ 政 治

歴 史 ／ 人 生 訓 ／ 哲 学

図 書 館 ／ 総 記

外 国 の 文 学 ／ 全 集

日 本 の 小 説 ・ 随 筆

日 本 の 小 説 ・ 随 筆

日 本 の 小 説 ・ 随 筆

日
本
の
え
ほ
ん

外
国
の
え
ほ
ん
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し
き

日
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し
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音 楽 ／ 工 芸 ／ 芸 術

社 会 福 祉 ／ 社 会 ／ 経 済

≪
一
般
書
コ
ー
ナ
ー
≫

展
示
コ
ー
ナ
ー
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育
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テ
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示
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キ
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2
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え ほ ん あ か

1
え
ほ
ん

み ど り

き い ろ
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ん
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ち
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YA YA

じ
ど
う
・
Ｙ
Ａ

ざ
っ
し
・し
ん
ぶ
ん

7
8

9
ど う ぶ つ ／ し ょ く ぶ つ

う ち ゅ う ／ さ ん す う

り か

げ い じ ゅ つ ／ さ ん ぎ ょ う

か て い ／ こ う ぎ ょ う

か ら だ ／ ど う ぶ つ

日 本 の よ み も の ・ ぶ ん が く

え い ご ／ に ほ ん ご

ス ポ ー ツ

し ご と ／ ち り ／ で ん き

れ き し ／ て つ が く

0

Y
A

文
庫

児
童

文
庫

全 集 ・ 日 本 の よ み も の

《 調 べ 学 習 コ ー ナ ー 》

図
書

除
菌
機

水
飲
み
場

調 べ 方 あ ん な い ・ じ ょ う ほ う フ ァ イ ル

教 科 書 か ん れ ん 本 学 年 別 お す す め 本

小 学 生 の た め の 読 み 聞 か せ お す す め 本

さ ん こ う と し ょ ・ 大 き い 本

月
刊

絵
本
雑
誌

社 会 福 祉 ／ 教 育 ／ 民 俗 ／ 自 然 科 学

数 学 ／ 物 理 学

日 本 の 小 説 ・ 随 筆 ／ 日 本 文 学 多 数 著 者

日 本 の 古 典 文 学 ・ 文 学 全 集

マ
ン
ガ
・
進
路
・
仕
事
・
音
楽
・
美
術

科
学
・
社
会
・
宗
教
・
哲
学

日
本
文
学
・
外
国
文
学
・全
集

ビ ジ ネ ス 支 援 情 報 ／ パ ソ コ ン

あ
お

み
ど
り
お
れ
ん
じ
き
み
ど
り

む
ら
さ
き
き
ん

外 国 の よ み も の

あ
か

シ
リ
ー
ズ

郷 土 ・ 行 政

教 科 書

建 築 学 ／ 動 物 学 ／ 植 物 学 ／ 生 物 科 学

天 文 学 ・ 宇 宙 科 学

（ 手 芸 ・ 裁 縫 、 料 理 は １ の 棚 ）

工 業 ／ 美 容 ・ 家 庭 ／ 産 業 ／ 園 芸 ／ 交 通



杉戸町 476

小鹿野町 383

ときがわ町 347

越生町 340 ときがわ町 11.04

宮代町 318 小川町 10.74

川島町 318 鳩山町 9.68

三芳町 316 宮代町 8.16

滑川町 303 小鹿野町 7.88

幸手市 287 秩父市 7.42

鳩山町 279 横瀬町 6.90

秩父市 272 毛呂山町 6.87

北本市 258 越生町 6.87

小川町 254 三芳町 6.77

鴻巣市 243 川島町 6.61

志木市 242 寄居町 6.60

伊奈町 242 東秩父村 6.28

毛呂山町 237 吉見町 6.12

寄居町 224 さいたま市 3,571,555 吉川市 5.99

久喜市 223 川口市 1,352,850 嵐山町 5.96 三芳町 8.76

さいたま市 105,992 吉見町 215 所沢市 1,022,905 鶴ヶ島市 5.56 寄居町 7.61

川口市 87,683 鶴ヶ島市 207 川越市 837,038 加須市 5.26 白岡市 7.02

越谷市 52,975 和光市 205 春日部市 725,026 滑川町 5.16 宮代町 6.70

所沢市 40,634 蕨市 201 越谷市 676,961 ふじみ野市 4.92 さいたま市 8,182,727 鶴ヶ島市 6.11

久喜市 33,136 朝霞市 196 狭山市 659,954 東松山市 4.69 川口市 2,338,036 富士見市 6.07

新座市 31,223 東松山市 195 入間市 588,064 杉戸町 4.62 越谷市 1,373,363 さいたま市 6.05

狭山市 28,328 狭山市 193 草加市 585,583 狭山市 4.50 所沢市 1,284,931 東松山市 5.82

朝霞市 28,288 新座市 188 加須市 581,452 美里町 4.28 川越市 1,253,580 志木市 5.72

鴻巣市 28,203 ふじみ野市 185 上尾市 578,489 入間市 4.16 上尾市 996,543 毛呂山町 5.68

上尾市 26,046 横瀬町 182 ふじみ野市 559,196 行田市 4.14 春日部市 776,323 吉川市 5.61

春日部市 24,668 本庄市 179 朝霞市 526,552 飯能市 4.09 草加市 736,086 鴻巣市 5.45

草加市 23,626 美里町 170 久喜市 479,108 志木市 4.09 狭山市 719,428 桶川市 5.37

深谷市 21,913 吉川市 167 三郷市 470,574 幸手市 4.00 久喜市 715,871 北本市 5.31

熊谷市 21,746 富士見市 163 熊谷市 445,621 蓮田市 3.92 朝霞市 714,052 鳩山町 5.23

ふじみ野市 21,004 神川町 162 新座市 439,816 日高市 3.86 熊谷市 712,755 嵐山町 5.23

杉戸町 20,347 深谷市 158 富士見市 436,524 富士見市 3.85 富士見市 687,436 小川町 5.22

入間市 19,232 越谷市 157 東松山市 433,791 鴻巣市 3.66 入間市 635,679 ふじみ野市 5.13

富士見市 18,500 八潮市 154 吉川市 426,180 朝霞市 3.65 新座市 634,357 朝霞市 4.96

志木市 18,194 羽生市 154 鴻巣市 425,381 上里町 3.54 鴻巣市 633,736 蓮田市 4.95

東松山市 18,067 上里町 151 戸田市 416,925 桶川市 3.41 三郷市 611,851 狭山市 4.91

戸田市 18,057 嵐山町 150 秩父市 409,429 羽生市 3.40 ふじみ野市 582,668 久喜市 4.82

和光市 17,356 日高市 150 深谷市 391,773 三郷市 3.33 戸田市 570,268 杉戸町 4.74

北本市 16,591 川口市 147 鶴ヶ島市 388,484 坂戸市 3.26 東松山市 538,540 日高市 4.62

県内平均 16,296 県内平均 140 県内平均 377,163 県内平均 3.25 県内平均 530,223 県内平均 4.56

蕨市 15,057 入間市 136 坂戸市 323,601 久喜市 3.22 深谷市 447,283 入間市 4.50

秩父市 15,004 坂戸市 136 飯能市 322,922 春日部市 3.21 志木市 430,028 上尾市 4.37

三郷市 14,968 加須市 135 行田市 313,220 本庄市 3.15 鶴ヶ島市 427,051 ときがわ町 4.37

加須市 14,912 戸田市 127 志木市 307,187 白岡市 3.10 加須市 416,086 飯能市 4.36

川越市 14,900 所沢市 119 小川町 285,672 神川町 3.02 吉川市 398,885 三郷市 4.33

八潮市 14,589 白岡市 115 八潮市 277,799 所沢市 3.00 桶川市 395,862 幸手市 4.09

鶴ヶ島市 14,438 熊谷市 115 宮代町 274,436 八潮市 2.94 坂戸市 371,216 蕨市 4.09

幸手市 13,855 上尾市 114 三芳町 254,810 戸田市 2.93 白岡市 366,082 越谷市 4.06

本庄市 13,791 春日部市 109 桶川市 250,943 北本市 2.84 飯能市 344,168 戸田市 4.01

坂戸市 13,500 三郷市 106 本庄市 243,342 深谷市 2.82 北本市 341,267 伊奈町 3.96

吉川市 11,903 蓮田市 97 蓮田市 238,826 和光市 2.77 八潮市 339,455 川口市 3.93

三芳町 11,871 飯能市 95 毛呂山町 233,972 伊奈町 2.72 三芳町 329,570 行田市 3.90

伊奈町 10,870 草加市 94 和光市 233,943 新座市 2.65 和光市 327,542 和光市 3.88

宮代町 10,686 行田市 93 日高市 205,560 さいたま市 2.64 蕨市 306,425 新座市 3.82

毛呂山町 8,055 桶川市 90 寄居町 203,679 蕨市 2.59 蓮田市 301,604 滑川町 3.78

羽生市 8,000 さいたま市 78 杉戸町 197,272 上尾市 2.54 行田市 295,474 所沢市 3.77

日高市 7,971 皆野町 70 蕨市 194,455 川越市 2.36 本庄市 247,135 熊谷市 3.77

飯能市 7,472 東秩父村 57 幸手市 193,175 熊谷市 2.36 日高市 245,991 加須市 3.76

行田市 7,032 川越市 42 北本市 182,401 草加市 2.34 寄居町 234,953 坂戸市 3.74

寄居町 6,922 長瀞町 38 羽生市 176,648 川口市 2.27 宮代町 225,148 川島町 3.66

小川町 6,765 松伏町 28 白岡市 161,807 越谷市 2.00 杉戸町 202,513 羽生市 3.60

桶川市 6,632 鳩山町 123,822 皆野町 1.87 幸手市 197,593 越生町 3.60

滑川町 6,079 伊奈町 122,418 松伏町 1.59 毛呂山町 193,442 八潮市 3.59

白岡市 5,999 川島町 120,613 長瀞町 1.43 羽生市 187,078 川越市 3.54

蓮田市 5,923 ときがわ町 108,156 秩父市 178,586 春日部市 3.44

川島町 5,799 上里町 105,841 伊奈町 177,911 吉見町 3.39

上里町 4,510 吉見町 104,160 小川町 138,826 秩父市 3.24

小鹿野町 3,694 嵐山町 104,063 嵐山町 91,180 深谷市 3.22

吉見町 3,657 滑川町 103,371 上里町 90,015 本庄市 3.20

鳩山町 3,572 小鹿野町 75,982 滑川町 75,843 上里町 3.01

越生町 3,510 越生町 70,819 鳩山町 66,872 草加市 2.94

ときがわ町 3,401 横瀬町 50,951 川島町 66,775 小鹿野町 2.57

嵐山町 2,613 美里町 45,257 吉見町 57,651 横瀬町 2.32

神川町 2,047 松伏町 42,928 ときがわ町 42,814 美里町 1.72

美里町 1,799 神川町 38,266 越生町 37,113 神川町 1.17

横瀬町 1,342 皆野町 16,023 松伏町 26,537 松伏町 0.98

松伏町 749 東秩父村 14,804 小鹿野町 24,753 東秩父村 0.65

皆野町 599 長瀞町 8,921 美里町 18,169 皆野町 0.54

長瀞町 240 横瀬町 17,136 長瀞町 0.45

東秩父村 135 神川町 14,757

皆野町 4,670

長瀞町 2,829

東秩父村 1,522
◆各項目のデータは「令和7年度埼玉の公立図書館調査」による。

◆算出基礎となる人口は埼玉県総務部統計課編『月刊統計資料』（令和7年4月１日現在の「埼玉県の推計人口」）によった。

◆「県内平均」のうち、市町村数を分母として算出する項目は、県内市町村数（63）を分母として算出した。

◆「図書購入費」は令和6年度決算見込額によった（確定額ではないので留意されたい。）。　◆「図書購入費」は電子書籍の費用を含む。　◆「貸出冊数」のデータに団体貸出は含まれていない。

◆近隣自治体住民への貸出を含めて「貸出冊数」を計上しているため、「人口１人当たりの貸出冊数」の項目の数値は、各自治体の厳密な人口比となっていないので留意されたい。

令和６年度　市町村図書館活動調査結果一覧

図書購入費(千円) 人口１人当たり図書購入費(円) 蔵書冊数 人口１人当たり蔵書冊数 貸出冊数 人口１人当たり貸出冊数
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